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I 土地に関する概要調書

第 1表 納税義務者数陀 関する調 、

訟与と 法定免1税点 法定免税点
行番号 総 数

未満の同もの(人) {イ)-以iロ)上のもレ市の(人)何) (人)
9; ; 12 19 2晶

制 人 0; 1; 0 
20.577 431 20.146 

五5 40 (l 

t圭 人 644 1 6 628 

54 61 68 74 

計 2 1. 2 2 1 447 20.774 
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第 2表総 括 表

[ぜ
地 械 11 決 定 {届 格

地 ¥ 。行番号 '1..~-" .a.. lt.>.L ... ... ..... _ . ~ ，_~A.. 1.>.1.'... 1.1 I 行番管 l

額同|1法油相時| 法制健附(在f刊以H}上川|Il 川忙係る~l 1 非 撚 税 I世干書 評 価総地繍 | 1は免税点未満|法定免税点以上 i 
(イ)1 のもの のも の (同一川 のも の NI のもの 線側標 'i~ 1111 

ト一一
，"， (m') (1)i (m') Iロ1， (m')十 (m')(ニ) (千円)~-NI (千円 )NI (f-I1J)IH: ( r-IY)f升

ー 般問 h:111
12 

9581
27 

441
42 

914f，7 724 :1:11 9581 441 9141 72 
川トー 一一一

叫 112日 5，83 5i 4 6 7.2 5 1 I 2山側41 4.068.387 

0: 3! 1 i 3.4 3 6! 1 4 1 ! 3.2 9 5 : 2.1 3 6 
明白

i '0也介tf畑等

l 体全道 住一ト般む腕用住健地邑

宅JjJ 地

往用地s宅t 倒人#往'主用地

地 毛法人用非{地主

言十 。?。日l 1552，447E652980538958.64R085 o 9: 11 72.935.1 79， 56.1 83 1 72.878.996 85，794.730 
一 一一一一一一一 一 一一一 一一一一一一一一一 一一一一一一一 一一ー一一 -一一一

l:!i日1 1 0 1: 0: 1: 
. 噌一 一一一 ー ー 一一一一一一 一一一一一一一 一一一一一 一一 一 ー 一一仁ナア7一一一一一→一 一

鉱 泉 地 1 1: 0 i 1:1，1 
一 一 一 一ー一ー----一一一一--日開一一一一一~ーーー・ 一一一一一一 一一一一--ー」一一一→ーーーーーーー一一一一一一・4・ーー・一一一『・ー一一

治沼 1 2: 0 i 4 • .5 1 6 ; 4.5 1 6 1 :2 1 5461 54包- 546
_"--一一一一ー『ー』悼-一一ー司--・ トー--一一ーーー・『ーー一 ー一一一ー一一司ーー・司唱ーーー四

山一般山林 13:01 515，737 1.307，692: 80.538 1.227，154 -11ー45一11→11 41954→可 2.3 9 5 4 0.5 5 9 ， 3司631

林 宅地介在山林等
ー1マ'一4一0一一一一一一一一1一8一一5一9一十!一一一一 3 8.7 9 9 3 1 3 8.7 68 346.93 

』ーーーーー」ーーーーーーーーー一一~ーーー

1: 5' 11 十旦1一一
牧 場 f5:01 

原野

1: 6日 118.587:ー 41.7641一55651一一59dRL17959 7 
161 121 

ゴルフ場の

日 十l ↓十 5司 l
雑用地

遊用園地等地の 1: 8: 01 99.7 57! 1:8:11 1，159，7771 

種 鉄軌道用地 1!9iOI 16，2231 165.3491 165.349 

雑そ の種他地の 2: 0; 0) 1 7 3.3 5 5 I 1， 1 5 6，2 0 1 ! 6 8! 1. 1 5 6.1 3 3 

市立:
地 言十 実1: 01 1 8 9. 5 7 8 1 1. 4 2 1， 3 0 7 I 6 8 I 1. 4 2 1. 2 3 9 2 : 1 : 1 1 16.3 3呪58 81 9 8 3 ¥ 1 6.3 3 8.6 0 5 1 1 5.1 7 1.4 7 7 

その 他 2 2: 0 I 3.7 8 1， 4 4 81_____________1_____________! _________ 
2:日乙三 尚三

合計 2:3:0 ふ28 3，8 4 3 1 1 5.8 3 4.6 5 9 1 1 8 8.1 4 5 1 1 5.6 4 6.5 1 4 2 : 3 : 1 12 3 7， 8 6 6.3 4 4 
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第 2表総括表 (つづき)

14行肘

* 数 単 位 当 た り 価格

非 鎌 税地 筆 数 評 価 総司監数 の法定も免の税点未満 法定免税(ヌ点)ー以上
平均価格

般高 価格のもの か時
(高制 CfIVin') (ワ)(リ) 判 例 (ヲ) (時/m')(対

般 国 。:1 ;21
12 27 

4 6 1
42 

4 5 8 1 1
72 

1 1 9 
図

宅地介在国等 。:2;2 361 5，8 0 3 176 5. 6 2 7 10.147 7 0.4 3 6 

一般畑 。:3:2 8 5 4 8 1 4 9 8 5 
畑

宅地介在畑等 0:4:2 503 4，1 3 3 : 1 0 2 4. 0 3 1 12，345 3 7， 3 4 0 

住宅地用

小住宅規用 機地 。:5:2
---------

2 7， 0 2 6 138 2 6，888 19.292 2 0 5.4 0 6 

住一 宅 111般地

三二宅 0:6:2 呪384 5 9， 3 7 9 1 7， 7 3 7 1 0史 632

手住用地宅

個 人 非住
0!7:2 4. 2 5 3 2 4 4.2 2 9 19.250 206，879 宅用地

f也 法人 非11。:8:2
--------

2.0 9 1 5 2.0 8 6 23.617 206.879 宅 I白地

富十 0:9;2 3.6 3 9 4 2，7 5 4 172 4 .2. 5 8 2 19.986 206.879 

t昆 Hl 1!0:2 
一 一

鉱 泉 f也 1; 1; 2 
一 一

池 氾 1:2:2 6 6 1 2 1 1 2 1 

山一般山休 1;3:2 287 1， 3 3 9 1 7 9 1. 1 6 0 3 3 3 9 

林 宅地介在山林等 1:4:2 1 1 6 3 1 1 3 8. 9 4 2 2呪995

牧 場 1; 5: 2 

I!?，、 野 1:6: 2 8 9 8 8 2 4 6 4 2 9 3 3 

ゴルフ 場 の 1; 7: 2 
Itl 池

事監
遊用園地 等地の 1:8; 2 1 8 1 8 1 1， 6 2 6 1 1. 6 8 0 

的

鉄 軌道府 地 1; 9: 2 1 4 3 633 633 5.4 0 5 1 4， 4 4 9 

tlk 
雑そ の種他地の 2:0;2 182 3，4 5 5 1 8 3，4 3 7 1 2.3 5 6 6 5. 6 6 5 

言十 2: 1:2 325 4.1 0 6 1 8 4.0 8 8 1 1. 4 9 6 6 5. 6 6 5 

そ の 他 2;2:2 10，492 

------------------------------/--------4/ /こ/こ/ 
合 3十 2:3:2 1 5. 7 0 3 58，476 679 57，797 15.022 

-3-



第 3 表 所有者区分による土地に関する調

、，

〉¥ご目¥、分¥|lJ個向

所 有 者 数 地 検 決 定 価 絡

(人人)iイ)|| 
法 人 個 人 法

人(材 1! 1去
人

(人)(ロ)i (m')川 (m' )(ー (干刊) cr円)同

一 般国
I 'i 12 22 32 

“ l“ 68 79 

7 1 1. 3 1 0 914 
回

0:2 旦一「+o日日0丁一 9 3 5 1 2. 0 8 6. 9 6 5 5. 0 6 4 2 1. 2 2 1， 1 8 5 4 7. 3 9 9 
宅地介在国等

一 般 畑 0529L  161506lW5  
畑

宅地介在畑等 0:401 1.123 2 1 2.098.064 644 26.013.769 7.769 

住安Z小住住宅宅規用mt 模地
05 1ih7n6了!1l一一一J9五---干6F了t示旦7f41iJ  774108r i-E-51U7-511瓦EE421

宅 0' 6 : 0 1 6. 7 0 6 9 6 I 1， 0 2 6. 2 4 9 9 7. 4 6 1 1 8. 1 4 7， 0 5 4 1， 7 8 4.2 9 8 

非地主用 個人非住 ofol二引ι175主845 i ___  ノ」PEι宅用地

地 法人非住地
: ___________  i 1. 7 9 9， 3 0 6 宅用

計 090 27， 261 779 5.8 1 4，2 1 0 2. 8 3 4. 8 7 5 1 0 5. 6 7 8. 0 4 3: 6 7. 2 0 O. 9 5 3 

塩 回 10↑O 
一一一ー-;-- 『守

鉱 泉 地 1: 1: 0 

池 沼 1:201 4，5 1 6 546 i 

山 一般山林 1 :3:0 367 1 7 1.020，480 i 2 0 6.6 7 4 3 4.05 21 6，507 

林 宅地介在山林等 f40 66 9 3 3.298 5，470 51M21l 36.423 

牧 場 1:50 

原 野 1 :6:0 3 1 4 2 2，85 5 1 3.344 6 3 1 427 

ゴルフ場の
1 :7:0 用地

雑
遊用園地等地の 1 :8:0 99， 757 1.159.777 

種

鉄軌道用地 1 ;9iO 5 660 1 6 4，68 9 2，4 1 0 891.295 
地

雑そ の 種 他 地の 2:010 1，074 1 1 3 792，438 363.695 10，539， 934 3，745，189 

計 2: 1: 0 1.07 9 1 1 5 烹93.098 628，141 10.542，344 5.796.261 

合 言十 2:2:0 30，900 927 1 1，9 5 2，3 0 2 3.694.212 1 63， 8 0 5. 0 0 0 73.095.739 
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第 3表 所有者区分による土地に関する調(つづき)

土トミ
際 続 標 明皇 書目 • 数 単 位 当 た り 価 格

行番号
個 人 法 人 個 人 法 人

平 均 価 絡 最 高 価 格

(千円)(ト) (千円)伊) (リ}
ωi 個人豆判仲ぜ14〕 法 人 1円::1 CFo/m') 個 唖 ゐ)')λ [ワl (附)お}

一般国
。，' 112 24 36 46 56 67 77 

0: 1: 1 724 45 8 1 1 1 9 
回

宅地介在問等 。;2:1 4.067， 988 399 5，6 2 1 6 10，168 呪360 9， 360 

一 般畑 0:3: 1 2，1 3 6 8 1 49 85 
畑

宅地介在畑等 。:4:1 9， 3 1呪070 2， 1 8 5 4，029 2 1 2，3 9 9 1 2，0 6 4 3 7， 3 4 0 1 4，52 0 

住宅用地 小住住ー 宅宅規周用借面治模
0:5: 1 1 7， 0 8 5，8 7 1 5，46 8，08 4 26，155 733 18，100 2 4，4 3 5 1 9 8， 0 0 0 i 2 0 5， 4 0 6 

宅 0:6; 1 8，528，637 857， 454 呪223 1 5 6 1 7， 6 8 3 1 8.3 08 1 0呪632 41.088 

非住宅用地

宅個人非住 日:7:1 13，650，576 

----------
4，229 

--------
1呪251

-------
206，879 ，戸--___--------用地

地 法 人 非 住

---------- -------- ----------------
戸--------------

宅用地。:8:1 40，204，108 2，086 23，6 1 7 206，879 

言十 。:9:1 39， 265，084 46，52呪646 5史607 2，9. 7 5 1 8，1 7 6 2 3，7 0 5 2 0 6，8 7 9 206，879 I 

当直 回 1 :0: 1 
一・

鉱 泉 地 1: 1: 1 

池 沼 1 :2:1 I 546 6ナ 1 2 1 1 2 1 

山 一般 山林 1 i3!1 i 3 3.5 3 0 6，1 0 1 967 ! 193 3 3 3 1 3 9 39 

林 宅地介在山林等 1:4:1 287， 919 33，150 98 1 5 曳317 6，659 29.995 1 0，8 8 0 

牧 場 f5:1 

原 野 1 :6: 1 631 427 52 1 2 28 3 2 3 3 33 

ゴルフ場の
f7:1 用地

雑 用遊園地等地の
1 :8: 1 1，0 9 2，1 5 4 1 8 11，626 11，680 

種

鉄軌道用地 1 :9: 1 2.1 5 1 843，681 5 628 3，652 5，4 1 2 4.452 1 4，4 4 9 
地

雑そ の種他地の 2:0: 1 史4'88.3 0 2 3，7 4 5，1 8 9 2，5 7 0 867 13，301 1 0，2 9 8 6 5，6 6 5 43，320 

言十 2: 1! 1 史490，453 5，6 8 1， 0 2 4 2，575 1， 5 1 3 1 3.2 9 3 史228 6 5，6 65 4 3，3 2 0 

合 言十 2:2: 1 6 2.4 6 8，08 1 5 2，2 5 2，9 3 2 5 3，08 1 4，716 13，705 1呪787~ ン/
-5-



第 4 表 宅地に関する調

~ 

決定 価 侮 ) … 稲

区 単位 ~~たり価格
I色

l 行香号 [ 積地

平 (何ロ均)) 価 F絡Vm
2
) 

最高価絡 ! 厳高値絡地の所在地
区 分

明|
"'-.._ 

げ)
(m2) (千円)(ロ (千円)←す 何々12)

|繁華街 hH[ 
34 45 55 

潟ト一一一一一 一一一 J日 一一 ー十一一一一 『一一ー一一・ー 一一ー-_...- 一 一一一 一

量産 高度再車業地区 0:2:0 ! 
一一一一 一 一 一一一一

地 普通商業地区 0:3:0; 146.604 呪320.300 5.483.862 6 3.565 206.879 多摩平 1 -2 - 1 3 
ぱ -一一一一-一一'ー 一一一一一 一 一一一一ー町一一一一一一

計 。;4'0 146.604 9.320.300 5.483.862 6 3.57 5 206.879 H1-2-15 」
』一一一ト一一一一一一一一一一← 一 品 _.".・岨・-…一一-_..・・F ーー一 一一一一“ 一一 一・ー一 一}同 一ι一一_.

(!:. 併用住宅地区 0:5，0' 11.112 446.098 3 0 5.8 8 3 40.146 4 5.4 7 0 11 5-9-12 

'i; 高級住宅地区 0:6:0 ; 

地 値一日一一一一一一一一一

[主
将 i歯住 宅 地 区 。]:0 スo2 5. 1 7 6 1 2 8.8 7 O. 2 6 2 50.597， 173 1 8.34 4 7 3.4 0 0 多摩平 1 -5 - 1 6 

計 0:8:0 ス036.288 ; 129.316.360 5 0.9 0 3.056 1 8.3 7 8 7 3.4 00 11 1-5-16 
一 トーー

大工場地区 0:9:0 1.158.310 2呪o4 5.245 26.049.858 2 5.0 7 6 3 8.8 9 6 日野台 1-21-5 
仁 一一一一 一一一一一

.~ 中小工場地区 1 :0:0 307.883 5.197， 091 3.357， 954 16.880 36.014 日 野 1. ~32-2 

地
案内工業地区 1 : 1 :0 i 

区 a‘ ， 

計 1 :2:日 1.466.193 I 3 4.24 2.336 2免407， 812 2 3.355 3 8.8 9 6 日野台 1-21-5 

本J 集 問地 区 1 :3:0 
一一一一一一一.-

宇息

1 :4:0 村落地区
地 、 .

ー一 一一 一
11. 計 1 ;5:0 

特 殊 地 区 1 :6:0 

合 計 1 :7:日 8.649.085 1 7 2. 8 7 8. 9 9 6 8 5.79 4.7 3 0 19.988 2 0 6， 8・79 多摩平 1 -2 - 1 3 
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第 5表 宅地等の負担調整陀関する調I(繍足調査その 1) 

区 づ子 行番号 所有者数 地 積 決定.価格 課税標準額 2義 数

(人) Cm2
) (千円〉 (千円)

、L
1
24 oY 54 品

本則どおり(価格の4分の 1)の課税がなされたもの Oi 1 iO 305 1 07，679 4，696，868 1，1 74，21 7 449 

上の
規

負担調整案 1.1が適用されたもの Oi2:0 17，521 4，750，983 89，513，179 20，998，694 25，81 7 

模 記も 11 1. 2 11 

住 住
。i3iO 376 11 3，562 1，731，289 381，044 622 I 

宅.... 以の 1/ 1. 3 11 Oi4:0 
用
地 外 計 Oi5iO 1ス897 4，864，545 91，244，468 21，37史738 26，439 I 

言十 Oi610 18，202 4，972，224 95，941，336 22，553，955 26，888 

宅
本則どおt(伽裕の2分の 1)の課税がなされたもの 017iO 225 1 0，554 407，034 203，51 7 252 

上の 負担調整率 1.1が適用されたもの U 1 ~ i O 6，618 1， 113，156 1 9，524，318 9， 182，574 呪127
一
般 記も 11 1. 2 11 Ul9l0 
住
宅.... 以の 11 

用
1. 3 // 1 lU lO 

地 外 計 1 i 1 iO 
用

6，618 1，113，156 1 9，524，31 8 史182，574 呪127

計 11210 6，843 1，1 23，71 0 19，931，352 9，386，091 呪379

本則どお bの訴税がなされたもの 1 !3!0 530 11 8，233 5，103，902 1，377， 734 701 

上の 負担調整率 1.1が適用されたもの 1 :410 24，139 5，864，13 9 109，037，497 30，1 81，268 34，944 

記も 11 1. 2 " 11510 376 11 3，562 1，731，289 381，044 622 
地 計

以の H 1. 3 " 1 16 iO 

外 計 1 i7 10 24，515 5，977，701 1 1 0，7 6 8，7 8 6 30，562，31 2 35，566 

計 1 i8 iO 25，045 6，095，934 1 1 5，8 7 2，6 8 8 31，940，046 36，267 
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第 5表 宅地等の負担調整K関する調(つづき) (補足調査その 1) 

区 分 行番号 所有者数 地 積 決定価格 課税標準額 筆 数

(人) ( m2 
) (千円) (千円)

本則どおりの課税がなされたもの 91 i91 0 112 98 
24 

19， 093 39 1. 1 0 6. 3 0 9 541.106.309 
69 1 3 0"0 

宅 上の 負担調整率 1.1が適用されたもの 2iOiO 2.595 7 0呪11 4 1 3.0 6 4.0 0 3 12.250.285 3.985 

記も " 1. 2 // 211: 0 76 2 5.638 342，002 293.982 1 1 4 
個

以の // 1. 3 // 2210 

地 外 計 21310 2.671 7 3 4.75 2 13.406， 005 1 2.5 4 4.2 6 7 4.099 
人

計 2i4日 2.7.69 753.845 1 4.5 1 2.3 1 4 13.650.576 4.229 

本則どおりの課税がなされたもの 21510 1 09 45 6.5 0 2 191.655 191.655 314 
非

そ 上の 負担調整率1.1が適用されたもの 21610 1.2 6 1 1.404.614 10.321，712 党566.993 3.330 

記も // 1. 2 // 2710 64 27， 981 291.839 246.534 1 0 1 
住 の

以の // 1. 3 // 21810 

他 外 言十 219:0 1.325 1. 4 3 2.59 5 10.613.551 9， 813.527 3.431 
宅r4. 

計 3:0!O 1. 4 34 1. 88呪097 1 0，8 0 5.2 0 6 1 0.0 0 5.1 8 2 3.745 

本則どおりの課税がなされたもの 3!1 !O 207 4 7 5.5 95 1.29ス964 1.297.964 444 
用

上の 負担調整率l.1が適用されたもの る1210 3.856 2.1 1 3.7 2 8 2 3.3 8 5.7 1 5 21.817， 278 7，3 1 5 

言E も // 1. 2 // 

5日3i←lo 。 140 5 3.6 1 9 633.841 540.516 215 
地 計

314 以の // l. 3 // 

外 計 3:510 3.996 2.1 6ス347 2 4.0 1呪556 22.35ス794 ス530

計 31610 4.2 03 2，6 4 2.9 4 2 2 5.3 1ス520 2 3，65 5.7 5 8 ス974
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第 5表 宅地等の負担調整K関する調(つづき) (補足調査その 1) 

区 分 行番号 所有者数 地 積 決定価格 課税標準額 筆 数

(人) ( m 2 ) (千円) (千円)

12 24 39 54 69 80 

本則どおりの課税がなされたもの 3:710 45 27， 862 2.180.685 2.1 8 0.68 5 92 

宅 上の 負担調整率1.1が適用されたもの 31810 379 1， 771.444 40.313.309 38.023.423 1.99 4 

記も // 1. 2 // 319!0 
法

410:0 以の // 1. 3 // 

地 外 言十 411 :0 379 1， 771.444 40.313.309 38.023.423 1.99 4 
人

4!2!0、計 424 1， 799.306 4 2.49 3.99 4 4 0.2 0 4.1 0 8 2.086 

本則どお bの課税がなされたもの 4:3:0 9 53.373 3.635 3.635 6 6 
非

負担調整率1.1が適用されたもの 4:4:0 そ 上 の 1 1 7 800.256 6.136.675 5.7 1 7. 0 6 7 1， 667 

自己も H 1.2 // 4:510 
住 の

4:6:0 以の /1 1. 3 11 

他 外 言十 4:7:0 1 1 7 800.256 6.1 3 6.67 5 5.7 1 7， 0 6 7 1，667 
宅'‘ー・

4:8:0 言十 126 853.629 6.140，310 5，720，702 1， 733 

本則どおりの謀税がなされたもの 4:9:0 54 81.235 2，1 8 4，32 0 2，1 8 4，3 2 0 158 
用

負担調整率1.1が適用されたもの 5:0 :0 496 46，449，984 43，740，490 3，66 1 上の 2.5 7 1， 7 0 0 

記も 1/ 1. 2 // 5:1 :0 
地 言十

5[2 !o 以の // 1. 3 // 

外 計 5[3 :日 496 2，5 7 1， 7 0 0 46，449， 984 43.740，490 3，6 6 1 

計 5:4 !o 550 2，65 2，9 35 48，6 3 4，3 04 4 5，92 4，8 1 0 3，8 1 9 
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第 5表 宅地等の負担調整K関する調(つづき) (補怠調査その 1) 

区 づ子 行者手号 所有者数 I也 積 決定価格 筆 数

(人) ( m2
) (千円) (千円

9 12 24 39 54 69 80 

本UlJどなりの課税が念されたもの 5 ~ 5 : 0 673 165，188 8，390，896 4，664，728 923 

'七 トの 負担調整率1.1;が適mされたも の

5:61H::司ト一一一-一1一示一12一函4下「-一両5:日2五2子T 
1 6 2，4 1 4，8 0 9 I 8 0，4 5 4，9 7 6 I 4 0，9 2 3 

| 記も 庁1.2 が 5:7 一16一Y4」，H48二，8.、二二，ソ1工V0710ト一一B-1てJA1二5'τhD，二Hー日7日了2A 下「1l -一一J4一Z二6'ニ7A5?7A --
5:8 

5:9 

「仁
計 告:卜竺!?ト早 LO

1 7 2，8 7 8，9 9 6 85，794，730 42，582 

本則どあ、りの課税がなされたもの 50呪875 1 95，290 195.290 380 

一一一そ 上の 負担調整率 1.1が適用されたもの 6:2:0 

仁主!?
1 6.458.387 1 5.284.060 4.997 

6:3;0 
一一一一一一一ト一一一

面己も 庁1.2 庁 291.839 246.534' 1 01 
じう

以 の 庁1.3 // 6:4:日

6:5:0 
←一一 ー一一一

他 外 小 計 1 6.750.226 1 5.530.594 5.098 

計 言十 6:6:0 1.560 2，742.726 1 6.945.516 1 5.725.884 5.478 

本則どなりの課税がなされたもの 6:7:0 791 675.063 8.586.186 4.860.018 1. 303 I 

上の 負担調整率1.1が適用されたもの 6:8:0 28，4 91 10.549，567 1 7 8.8 7 3.1 9 6 95.73史036 45.920 

記も // 1. 2 I! 6:9~0 516 167，181 2.365.1 30 921.560 837 
言十 一一一以の I! 1. 3 I! 7:0:0 

外 計 7・1:0 29，007 1 0.71 6.748 181.238.326 96.660.596 46.757 

言十 7~2;O 29，798 11.39 1.811 1 8 9.8 2 4.5 1 2 1 01.520.61 4 48.060 
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第 6表 農地の負担調整K関する調 (補足調査その 2) 

区 分 行 番 号 所有者数 地 積 決定価格 課税標準額 筆 数

(人) (m2
) (千円) (千円)

0: 1 ~日
1;1 、24 39 54 99 6QI 

本則どな りの課税が念されたもの

上 の 負担調整率 1.05が適用されたも の 。:2:。
言己 も 11 1.1 11 。:3:0

回 。:4.0 五784 I 以 の 11 1.2 11 643 1.455.562 13.441.381 1 2 2.3 5 2 

市
外 言十 。:5:0 643 1. 4 5 5.5 6 2 13.441.381 1 2 2.3 5 2 3.784 I 

0:6:0 643 1.455.562 13.441.381 1 2 2.3 5 2 3.784 

街
本民IJどかりの課税がなされたもの 。:7;0

fヒ i二 の 負担W~ 瞥本1.05が適用されたもの 0・8:0
同ー一一一ー一一ー

記も 11 l.l 11 0;9:0 
[1 知11 "-， 

以 の 11 1.2 11 1:0 ，0 4 3 2 797， 938 ス55 5.354 5ス545 1.406 

域、
外 計 1: 1 :0 432 797， 938 ス555.3 54 37， 545 1.406 

一ー
農

言十 1・2'0 432 797， 938 ス555.354 5ス545 1.406 

本民IJどなりの課税がなされたもの 1;3，0 
I也

j~. 0 負担調君主本1.05が適用されたもの 1:4 :日
' 

記も 11 1.1 11 1，5 :0 

以 の 11 1 ') 11 1:6 :0 1.075 2.25 3.5 0 0 20.996，735 159.897 5.1 9 0 

外 言十 1 :7・0 1.0 7 5 2.2 5 3.5 0 0 20.996，735 159.897 5.1 9 0 

d十 1 :8:0 1.075 2.253.500 20.996.735 159.897 5.1 9 0 
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第 6表 農地の負担調整陀関する調(つづき) (補足調査その 2) 

区 分 行番号 所有者数 地 積 決定価格 課税標準額 筆 数

(人) ( m') (千円) (千円)

12 24 39 54 69 80 

本則どなりの課税がなされたもの 1: 9:0 

上の 負担調整率1.05が適用されたもの 2:0:。
記も " 1.1 // 2: 1 :0 

田
以の " 1.2 " 2:2:。 7 11，310 914 7 2 4 4 5 

上
外 言十 2:3:0 7 1.1，310 914 724 4 5 

言十 2'4，0 7 1 1， 3 1 0 914 724 4 5 
記

本則どお戸りの課税が念されたもの 2:5・0

以 上 の 負担調整率 1.05が適用されたもの 2:6:0 

記も " 1.1 " 2:7;。
外 t田

2:8:0 以の " 1.2 " 3 2 67，506 3，2 9 5 2，1 3 6 8 1 

qコ 外 言十 2:9:0 3 2 6ス506 3，2 9 5 2，1 3 6 8 1 

農
言十 3:0，0 3 2 67， 506 3，2 9 5 2， 1 3 6 8 1 

本則どなりの課税が念されたもの 3: 1:0 
地

上の 負担調整率1.05が適用されたもの 3:2:0 

記も " 1.1 // 5i5:。
計

3~4 :日以の // 1.2 " 3 9 78，816 4，2 0 9 2，8 6 0 126 

外 計 3:5:0 3 9 78.816 4，2 0 9 2，860 1 2 6 

計 3;6;0 3 9 78，816 4，2.09 2，8 6 0 126 

-12ー



/ 

第 6表農地の負担調整K関する調(つづき)(補足鯛査その 2) 

区 分 行番号 所有者数 地 積 決定価格 課税標準額 筆 数

(人) (m2 
) (千円) (千円)

95 JJ  
12 24 39 54 69 80 

本則どなりの課税が念されたもの '7，0 

上の 負担調整率1.05が適用されたもの 3:8:0 

記も H 1.1 11 3;9:0 
田

以の 11 1.2 H 4~0:0 650 1， 466，872 1 3.4.42.295 123.076 3.829 I 

4ロ2よ 外 言十 4: 1:0 650 1.466.872 1 3.4 4 2.2 9 5 123.076 3.829 

言十 4:2:0 650 1.466.872 1 3.4 4 2.2 9 5 123.076 3.829 

本則どなりの課税がなされ.たもの 4'3:0 

上の 負担調整率1.05が適用されたもの 4;410 

記も 11 1.1 11 4:5:0 
畑

以の 11 1.2 11 4:6~0 464 8 6 5.4 44 ス55 8.6 49 39， 681 1.487 

言十 外 言十 4:7:0 464 86 5.444 ス55 8.6 4 9 39， 681 1.48 7 

計 4:8:0 464 8 6 5.4 4 4 ス558.649 39.681 1， 487 

本則どなりの課税が念されたもの 4!9:0 

上の 負担調整率1.05が適用されたもの 510:0 

記も 11 1.1 11 5: 1:0 
言十

5:2:0 以の H 1.2 11 1. 1 1 4 2.3 3 2.3 1 6 21.000.944 162，757 5.3 1 6 

外 言十 5:3:0 1， 1 1 4 2.3 3 2.3 1 6 21.000.944 1 6 2.7 5 7 5.3 1 6 

言十 5;4:0 1. 1 1 4 2.3 3 2.3 1 6 21， 000.944 1 6 2.7 5 7 5.3 1 6 
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第 7表段階別納税義務者数及び課税標準額等K関する調(補足調査その 3) 

課税標準額が 課税標準額が 課税標準額が 課税標準額が 課税標準額が 課税標準額が

区 分 行番号 1 5万円未満 15万円以上20 20万円以上25 25万円以上30 30万円以上50 5 0万円以上

のもの 万円未満のもの 万円未満のもの 万円未満のもの 万円未満のもの のもの

12 23 34 45 56 67 77 

納税義務者数 (人) 01 1 10 447 130 376 761 3，845 1 5，662 

決 定価格(千円) 01210 965，605 334，081 368，248 1，063，183 6，648，629 2 2 8，4 8 6，59 8 

課税標準額(千円) 01310 23，070 23，024 86，189 21 0，469 1，544，572 1 1 2，8 5 6，7 59 

続、 地 積 ( mち 014:0 188，1 45 4呪604 34，704 79，810 466，691 1 5，01 5，705 
」ー

(7) 

区 分 行番号 合 計

12 23 

納 税 義務者数 (人) 011 11 21，221 

決定価格(千円) 01211 2 3 7， 8 6 6，3 4 4 

課税様準額(千円) 01311 1 1 4，7 4 4，0 8 3 

給、 地 積 ( m Z) 01411 1 5，834，659 
L一一ー
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第 8表課税標準の特例等K関する調(繍足調査その 4) 

可大
法第 349条の 3第 10項 法第 349条の 3第 14項

行番号

評価額のすの額裏額と念る 評価額のす1の額 滅額と念る
税標準額 課税標準額

f千円)1 (千円) (千円)1 (千円)

90! 1:0 
12 21 30 39 

田

畑 012:0 

宅 地 Oi310 

塩 回 。~ 4~0 1-'-1 

鉱泉地 01510 

池 沼 0:6:0 

山 林 。~7:0

牧 場 。;810
原 野 0:9:0 

雑種地 110:0 

言十 1: 1:0 

法第 349条の 3第 15項 法第 349条の 3第 18項

評価額の 1の額 減額とさtる
2 課税標準額

評価額のすの額 減 額 と 念 る
課税標準額

(千円)1 (千円) (千円)I (千円)
48 56 64 72 80 
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第 8表 課税標準の特例等K関する調(つづき) (補足調査その") 

ドl!|a¥h、、区¥目分¥ 法第 349条例第 19項 昭和時改正前の 醐鵬16輔岨 計法附則第15条第 9項

行番号

評価額のみの額減額と念る 評価額のよ2の額 減額と念る 評価額のよ2の額 減額とをる 評価額のすの額 減額と念る
課 税 標 準 額 課税標準額 課税標準額 課税標準額

(千円)1 (千円).1 (千円21 (千円)1 (千円)1 (千円)1 (千円)1 (千円)

田 P011l1 12 20 28 36 44 52 60 70 80 

畑 0:2:1 

宅 地 0:3!1 

塩 回 014;1 

鉱 泉 地 判:
池 沼 0:6:1 

山 林 。;7;1
牧 場 。!8;1
原 野 019:1 

雑種地 1jOl1 

計 11111 
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第 9表宅地介在農地等に関する調(補足調査その 5) 

地 積 決 定 価 格 単位当たり価格

区 分 行番号 法定免税点 法定免税点 行番号 法定免税点 法 定 免 税 点 平 均 価 格 最 高 価 格
評価総地積

未満のもの 以上のもの
総 額 未満のもの 以上のもの

同制n')(m')(イ} ( 1Il) (m') (千円)(ロ) (千円) (千円) 件 /m
2
)

宅地介在回 1
9

0: 1 :0112 23 34 45 も;1 : 11
12 23 34 46 56 

5.387 5 5.382 81.323 62 81，261 1 5.096 18.500 

宅地介在畑 012h 呪468 呪468 0: 2: 1 1 36.843 1 36.843 1 4.4 5 3 21.100 

宅地介在山林 0130 38.799 31 38.768 0: 3: 1 346.935 291 346.644 8.942 29，995 

農地介在山林 。~4b o ~ 4.: 1 

A 農地 015p 12.054 1 2.054 。;5;1 343.176 343.176 28.470 70.436 

B 農地 06:0 619.031 619，031 0: 6! 1 ス402.766 ス402.766 11.959 23.872 
市 田

017p C 農地 1.505.576 50.014 1.455.562 。;71 1 1 3.908.570 467，189 13.441.381 呪238 1 3.280 

街
言十 018b 2.1 36.661 50.014 2.086.647 018i1 21.654.512 467， 189 21.187.323 1 0.1 35 70.4 3 6 

イヒ A 農地 。|9p 58.436 58.436 0: 9: 1 1.1 58.573 1.158.573 1 9.826 37，340 

区 B 農地 11010 1.232.913 47 1，232.866 1 : 0: 1 1ス17 1，305 537 1ス170.768 1 3.927 23.361 
畑

1: 1 0 1!111 域 C 農地 842，464 44，526 79ス938 ス992，980 437，626 ス555.354 呪488 1 4，996 

農
言十 1;20 2，1 33.81 3 44，573 2.089.240 1; 2: 1 26.322，858 438.163 25，884.695 1 2.336 5ス340

A 農地

111E4f P 
70，490 70.4 90 1 ! 3: 1 1，501.749 1，501.7ヰ9 21，304 70.436 

地

B 農地 1.851.944 47 1.851.897 1: 4: 1 24.574.071 537 24，573.534 1 3.269 23.872 
言十

1150 C 農地 2.348.040 94.540 2.253.500 1 i 5: 1 21.901.550 904.815 20.996.735 呪328 1 4.996 

計 116p 4.270.4 7 4 94，587 4.1 75.887 1 : 6: 1 47.97ス370 905.352 47.072.018 11.235 70.436 
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第 9表 宅地介在農地等に関する調(つづき) (補足調査その 5) 

課 税 標 準 額 筆 数

医 手子 行番 号 法定免税点 法定免税点 法定免税点 法定免税点 所有者数

続、 額 統、 数

未満の(も千円の ) 以上の(千も同の1 未満のもの 以上のもの
(人)(千円)

℃地介在国 も!11212 23 34 45 54 63 72 79 
1 1 73.11 0 46 73.064 18 1 7 1 0 

宅 地介在畑 012;2 1 1呪039 11呪039 30 30 25 

宅地介在山林 q3:2 321.342 273 321.069 116 3 11 3 75 

農地介在山林 0!4:2 

A 農地 0:512 171.588 171.588 43 43 22 

B 農地 q612 3.701.383 3.701.383 1.783 1，7 8 3 472 
田

市 C 農地 01712 1 26.479 4.127 1 22.352 3.959 175 3.784 643 

街 0:8:2 3.999，450 4.1 27 3.995.323 5.785 175 5.610 1.137 

化
A 農地 q912 57呪287 579.287 1 09 109 69 

B 農地 11012 8.585.653 269 8.585.384 2.489 5 2.486 898 
区 畑

C 農地 111 :2 39.502 1.957 37.545 1.505 99 1.406 432 
域

言十 11212 9，204.442 2.226 9，202，2 1 6 4.103 102 4.001 1.399 
農

11312 A 農 地 750.875 750.875 152 152 91 

地 B 農地 114l2 12.287，036 269 1 2.286.767 4.272 5 4.269 1.370 
言十

C 農地 11512 165.981 6.084 159.897 5.464 274 5.190 1.075 

計 116i2 1 3.203.892 6.353 1 3.797， 5 3 9 呪888 277 9， 61 1 2.536 
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第 10表 昭和 55年度K新たに法定免税点以上K在る見込みの土地K関する調(補足調査その 6 ) 

昭和 55年度分課 左K係る昭和 54 1人当たり課税標準額

区 分 行番号 地 積 (m') 税標準額(千円) 年度分課税標準額 納税義務者数(人) 付) (ロ)

μ) (千円) (吋 を当 付(円)仲 付(円)例

9 12 24 37 50 57 

法定免税点以上K
0: 1'0 17.190 3.1 6 0 2.849 2 0 1 5 8. 0 0 0 ~る見込みの土地 ， I 
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第 11表 昭和 56年度Kないても本則課税と左らまい土地K関する調(補足調査その 7 ) 

行番号
所有 者 数 地 積 決定価格 課税標準額 筆 数

区 分
(人) (m2 

) (千円) (千円)

9 12 24 39 54 69 

住 小規模住宅用地 0: 1 :0 
宅

一般住宅用地 。:2:。
用

宅 地 計 0;510 

個人非宅用地住

宅 地 。:4:。
寸地 そ の 他 。:5:0 

言十 0:6:0 

等

法 非住宅周
宅 地 0:7:。
そ の 他 。:8:0 

人地 言十 0;9:0 

宅 地 1: 0:0 
合

1: 1 ;0 そ の 他
言十

l' 2:0 言十

市区 回 l' 3:。 643 1.4 5 5.5 6 2 13.441.381 1 2 2.3 5 2 3.784 
街 域

農
畑 1: 4:0 432 797， 938 7， 55 5.3 5 4 37， 545 1.406 

農 化地 言十 1: 5:0 1.07 5 2.25 3.5 0 0 20.996.735 1 5呪897 5.1 9 0 

上記以外 農

田 1; 6:0 

畑 1: 7:0 

の地 言十 118;o 

地 田 1 :針。 643 1. 4 5 5.5 6 2 13，441.381 1 2 2.3 5 2 3，7 8 4 
正日』

2;0:0 畑 432 797， 938 ス55 5.3 54 37， 545 1. 4 0 6 
言十

2: 1 :0 計 1，07 5 2.2 53.5 00 20，996，735 1 5史897 5.1 9 0 
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11 家屋に関する概要調書

第 21表 納税義務者数 K関する調

よト〈f行番号 総 数 法未 満定 の免(人税も)点の (吋 仙以法上定免税人も) 点
(人) “} ー {のロ)( の付、i1 i 0 

12 
2 2，1 3 8 

2日
494 

2 
2 1， 6 4 4 個 人

デ
35 

592 
43 

7 
50 

585 法 人

a 
2 2， 7 3 0② “ 5 0 1 

③ 73 2 2，22 9⑫ 80 
言十
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第 22表総 括 表

区 分 行番号 所有者数 棟 数 床 菌 積 決定価格 単位当たb価格 指示平均価額
単位当たb価格

指不平均価額

仏ぷ (m宅) (千円) (円) (円) (%) 

ゆ・ 112 2 

総 数
. 21，067 @ 0，1; 0⑦ 24，565 

2 
~ 1，908，180 @5954.084，596 4P 1 7， 862 17，947 1 00 

木

法未 満定 免の 税も 点の

~ / 日2:。@ 505 ② 512 ② 19，941 @ 22，202 1， 11 3 
造

法以 上定 免の 税も 点の o 3:。⑨ 20，562 @ 24，053 07 1， 8 88，239 ② 34，062，194 1 8，039 

総 数 0410 @ 5，164 ② 6，320 (d 1. 6 5 8，5 2 5 @ 46，340，789 27，941 28.131 99 

造以タ末も 法未 定満 免の 税も 点の 05:0 @ 5 ⑦ 5 @ 39 ⑧ 180 4，615 

以法 上定 の免 税も の点 o 610 @ 5，1 61 @ ふ317 ② 1，658，486 ⑧ 46，340，609 27， 942 

総 重責 0:7:。② 26，231 30，885 ② 3，566，705 @ 80，425，185 22，549 

計 法未 定満 免の 税も 点の o '8 ~ 。 。 508 515 @ 19，980 @ 22，382 1，1 20 

法以 上定 免の 税も 点の
1 。:9;0 @ 25，7 2 3 30，370 3，546，725 ③ 80，402，803 22，670 〈多考)

非線税家屋 1 :0;0 1 ‘ 、 ------- 72 62，152 -------~ 80，000 円
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第23表所有者区分Kよる家屋K関する調

個人が所有する家屋 法人が所有する家屋

区 分 行番号

機 数 床 面
積(ml) 決定価(千格円〉

単位当た b価格 棟 数 床 面
積(rrf) 決定価格千 単位当たb価{格円)

(円 (円)

q 12 20 31 42 50 61 71 

木 総 数
。;1 : 0 23，990 1. 8 2 2，0 77 33，407，927 1 8，335 575 86，103 676，469 7，857 

法来 定免税点
満のもの 0:2:0 506 1 9，472 21，910 1，125 6 469 292 623 

造 法定免税点
以上のもの 013:日 23，484 1，802，605 33，386，01 7 18，521 569 85，634 676，177 7， 896 

木 草壁、 数
。:4:0 4，515 405，668 14，1 80，980 34，957 1，805 1，252，857 32，1 59，809 25，669 

進 法定免税点
0:5:0 3，897 

以 未満のもの 2 29 11 3 1 0 67 6.7 0 0 

外 法定上 免税点 0:6: 0 4，513 405，639 14，1 80，867 34，959 1，804 1，252，847 32，1 59， 742 25，669 
以 のもの

紙、 数 0:7:。 28，505 2，227， 7 4 5 47，588，907 21， 362 2，380 1，338，960 32，836，278 24，524 

計 法定免税点 0:8: 0 508 19，501 22，023 1，1 29 7 479 359 749 
来満のもの

法定免税点 。:9:0 27，997 2，208，244 47， 566，884 21.541 2.373 1.338，481 32，835.919 24.532 
以上のもの

合 言t
区 分 行番号

棟 数 床
面 (rr積f) 決定価(千格円)

単位当たb価格
円)

9， ， 112 20 九4，084，396
1

木 書記 数 011;1 24，565 1，908，180 17，862 

法定免税点
0;2: 1 512 1号941 22，202 1，11 3 

来満のもの

造 法 定免税点

以上のもの 。:3: 1 24，053 1.888，239 34，062，194 18，039 

木 総 数
。14;1 6，320 1，658.525 46，340，789 2ス941

造
法定免税点

0'5: 1 以 来満 の もの 5 39 180 4.615 

外 法定免税点
。16:1 6，31 7 1. 6 58，486 46，340.609 27，942 以上のもの 1-， 

総 数 01711 30，885 3，566，7 05 80，425，185 22，549 

計 法定免税点
oi811 515 19，980 22，382 1.120 

未満のもの

法定免税点。:9: 1 
以上のもの l 

30，370 3，546，725 80，402.803 22，670 
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第 24表 木 造家屋陀関する調(その 1) 

家、¥厚、 η 種区 績 ~ 分
行 月時 有 者 数 僚 君主

番 法定 免 税点 法'iF 免 税点
者争、 数

法定免税点 法 w免税，点
統、 数

未 満 の も の 以上のもの 未 満のもの 以 上 のもの

号 (人) (ィ1 (人) (吋 (1)ー(ロ)(人)判 (ニ4 倒 同 一 同 付

9 I 12 22 32 42 52 2 71 

耳事 一般住 宅 用 1 0:1 ;0 1 6.842 360 1 6.482 20.129 366 19， 763 
用

主主 E量 家 用 2。:2:日 36 35 37 36 

宅
( 1 + 2 ) 言十 0:3:日 1 6.878 361 1 6.51 7 20.166 367 19.799 

共同住宅・ 寄 宿 舎 50:4: 01 1.008 1.007 1.1 62 1.1 61 

住部そ 宅分の僚 一食の般用住家の 宅用 ・
。:5・0 1.148 22 1.126 1.379 23 1.356 

併

阿 南 5 0，6' 0 5 5 5 5 

住 部分。 o 7: 01 416 415 432 431 
宅

(4+5+6 ) 言十(匂勺いfは1 0'8: 0 1.569 23 1.546 1.384 23 1.361 . 十

• 者E 住 宅 7 0: 9' 0 334 29 305 342 29 31 3 

養 蚕 住 宅 B l' 0: 0 

漁 業 者 住 宅 9 l' 1; 0 

普 通旅館・料 不 ・ 待合 10 1: 2:。 8 8 1 6 1 6 

ホテル・ 簡易旅館・団体旅館 11 1・3:。， -， 

事務 所 銀 行 12 1: 4: 0 82 2 80 95 2 93 

庖 舗 13 1: 5: 0 176 27 149 1 81 27 154 

f1J 場 映画 館 14 1! 6:。
~ 号を -俗 場'5.1: 7: 0 2 2 2 2 

病 院 16 1: 8: 0 1 4 14 1 6 1 6 
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第 24表 木 造 家 屋 陀 関 す る 調 ( その2) 

行

番

号

戸

一

介

¥

一

一

¥

類

一

一

¥

積

一

一

区

¥

一

一

の

一

一

¥

屋

一

一

¥

家

「

床

総数

(ト)
(nf ) 

商

法定免税点

未満のもの

(ml) 例

'a 
内

4
Q
U
 

マ
r

必
且
『O

内
刈
斗au『

aE

・・
内，‘

4

・『
山
小
川
[

n
U
 

用専|一般 住宅

用 l
l集 家

住|

宅(1 + 2. )計

用 210:2!1 

015i1 

共同住宅・寄宿舎 510i4i1

1 住宅 l一 般住宅用 alo!5i1
f.tf: I - ~ I 1-: 

用|部分| 農 家 用 仲 い

住|そ の 他の用 の 部介 6loi7j1

~ 

司ニ
(4+5+6) 言十 0:8: 1 

農家住宅 1019!1 
』一」

養 蚕住宅 8|110|1

漁業者住宅 441i1

普通旅館・料 亭 ・待合 101112:1 

308 

20，435 

129，871 

48，079 

13，9581
34 

14，037 

75 

1，320 

4

E

4

'

'

Q

U

 

O
F

一4
t

一
A
斗

A
斗

一

Q
U

，
 .
.
 

a

咽・・
-
a
E

・・

積

法 定 免 税 点

以 上 の も の

(均一例 {リ1
(ml) 

1，435，520 

決定

総 数

(ヌ)
(千円}

5 28，520，1 56 1
55 

19 4，480 153，004 

1440，0001 28，57五160

1 68，921 2，999， 1 1 9 

10~808 ¥44¥467 
ム一一一

308 i ¥959 

2~344 41~417 

1 28，460 z

J

7

3

 

凋
H
『

zd

au
一
必
骨

Z
J

一
nu

k

J

Q

U

 

au 
a

司・・

46，231 

1，630 

一一一一↓一一一一

1， 630 1 26，4 9 1 

点

の

糾

税

も

免

の
定

満

法

来

{手何}

16，954 

1 6，994 

76 

994 

価 格

法定免税点

以上のもの

(買)ー判例
(千円)

{リ}

(ョ}
(円)

単位当たり価格

(ヌ)

(ト}

(ワ)
(円〉

(ヲ)いみ

伺

(カ)
(円)

28，503，202 19， 67611，215 11免856

40 52，964 111，6261 506 111，822 

28，556，166119，65111，211119，831 

抑制3 11 ~74711， 013 11 ~754 
1，440，473 11五2091 753 11五361

126 

987 

1959 I 6，360 I I 6，360 

41 0，346 12仰 41 780120，170 

川 2川 114，2 7 41 7 5 5 11 4，4 2 3 

7免232 1. 1，6731 650 1 1，714 

26，491 11 6，252 1 6，252 

71 

1.065 

1，201 

1 1， 2 9 4 1 11 1， 2 9 4 ホテル・簡易旅館 ・団体旅館 1111:3: 1 
___L____L 

j 務 所 銀行 111i4i1

j 舗 1~ 1 ¥5! 1 

H 'J場・映函館 14116i1

160 

8，851 

12，039 

93 

654 

1 60 7'
一

O
O
一

白

O

nu
一

A
斗

一

つ

ι

Q
U

一
E
U

一
マ

r

l

-

，-・

4
h

一
o
o
-
E
i
v

一
n
y

一
n
7

1，807 

98，422 11，13411.355 111，238 8，758 

11，385 94，741 I ~ 9 5 1 1 1， 509 1 8，322 

浴ノ、~A 衆 場 1117i1

院 141i8j1病

493 

3，41 9 

493 

3，41 9 

zd
一

凋
U
『

n
u

一Z
J

A
『

一

q
L

，E

，
 

必
斗
一

n
u

-
7
3
 

4，4 0 3 I 8，931 
3 0，2 34 I 8，8 4 3 

8，931 

8，843 
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第 24表 木造家屋陀関寸る調(その 3) 

¥家¥司慢の区稽鋼 ~ 分
行 所 有 者 数 棟 数

番 法定免税点 法定免税点 法~免税点 法$免税点

経: 数 来 満 の も の 以上のもの 総 数 来満のもの 以上のもの

号 (イ) (ロ) (イ)ー(ロ)付 伸 制 (=)一例付
(人) (人) (人〉

工!農 119io 
22 32 a‘ー£ 52 。z 71 

曹E 用 、7 6 6 6 6 

そ の伶.の 用 182ioiO 1 1 2 8 104 158 8 150 

場 (17+18) 計 2:110 1 1 8 8 1 1 0 164 8 1 56 

倉 • 家 用 192:2:0 28 27 30 29 

そ の 他の 用 202:3~0 62 2 60 77 2 75 

庫 ( 19+ 20 ) 普十 2:4:0 90 5 87 1 07 5 1 04 

一般住宅用 21
土 215io 5 4 5 4 

自量 家 用 222:6!0 9 9 9 9 

その 他の用 232:7:0 

• (21+22+23 )計 2:aio 14 1 3 14 1 3 

付蚕場 一般住宅用 242:9:0 542 33 509 589 33 556 
属雪震を

5loio 家・含 a量 署買 用 25 91 5 86 102 5 97 
〈縄む

画書家 。 その他の用 265i1;o 140 1 2 128 224 1 3 211 
農乾)

5i2io 合燥 (24+:15+26)計 773 50 723 915 51 864 

合 昔十 313;0 
⑦ ω ⑫ t;;I @ 噂

21，067 505 20，562 24，565 512 24，053 

同 1+鮫 5住+宅4用+ 21 + 24 3;4:0 19，545 41 7 19，128 23，264 424 22，840 
上

.家 用 2+5+7+8+ 5j5io 内 り +19+22+25 509 36 473 531 36 495 
釈

その他の用ri-9+1 0+11+ 12+ 3j6:0 1&十14+旬+愉+愉+20+21+2唖 1， 013 52 961 1，202 53 1， 149 
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第 24表木造家屋陀関する調(そ の 4) 

家~屋の区種領 、¥分

床 面 積 決 定 価 格 単 位 当 た り 価 格
行

番 法定免税点 法定免税点 法~免税点 法以 定免税点 (買) 糾 (" 
総 数 来満のもの

以{怜上一の例も(のリ)
総 数 来満のもの 上のもの 一 一 一

(的問 例 開 (り}号 (防 例 ~) ~ 例ー判例

〈同}何(m") {皿勺 (rr! ) (千円} {千円} (千同) (円〉 (円〉

1!?i1 
12 23 34 45 55 65 74 

15.968 工
'量

家 用 17 597 597 3.563 3.563 5.968 

その他の用 182:0;1 35，7 0 6 582 35.124 135.156 371 134.785 3.785 637 13.837 
場 ( 17+ 18 )計 2; 1:1 36.303 582 35.721 1 38，7 1 9 371 1 38.348 3.821 637 国，.873

倉 • 家 用 192:2:1 1.590 67 1.523 3.036 36 3.000 1.909 537 月.970

その他の用 20213:1 1 0，793 59 1 0.734 46，706 63 45.643 4.235 1.068 !4'.2 5 2 
E置

{ げ+20 )計 2:4!1 12.383 126 1 2.257 48.742 99 48.643 3.936 786 i3.969 

一般住宅 用 212:5: 1 
土

1 87 20 167 830 1 7 81 3 4.4 39 850 14.868 

• 家 用 22:6: 1 505 505 1. 1 7.4 1.1 74 2.325 :2.325 

その他 の用 23 2!7i1 
官E ( 21 + 2 2 + 23) 針 2i8i1 692 20 672 2，004 1 7 1.987 2.896 850 ，2.957 

付蚤場 一般住宅用 242:9: 1 1 2，922 627 12.295 
属室を

38.745 913 37.832 2，998 1.456 :3.077 

家 ・ 含 • 家 用 253:0: 1 4.755 1 72 4.583 1 4.51 4 82 14.4 3 2 3.052 477 3.149 
( 慢 む

。 1

障再草 その 他 の 用 263:1 ! 1 1 3.550 296 13.254 7ス906 271 77， 635 5.750 916 i 15.857 .乾)

舎燥 (24+25+ 26) 雷十 3:2: 1 31，227 1.095 30.132 131，165 1，266 129，899 4.200 1，156 14.311 

昔十 3:3:1 ⑨ 1.908，180 
② 

19，941 ② 1，888，239 57 54，084，596 
問

22，202 ② 34.062.194 17，862 合 1.1 1 3 18.039 ， I 

問
一+般住宅用 3:4;1 1.740，71 1 1 6.000 1.724，711 33.000.317 1 8，954 32.981.363 1 8.958 1.1 85 19.123 1 + 3 + 4 + 21 + 24 

上
農家用 2 + 5 + 7 

内 +8+17+19+22+25 5;5i1 60.393 2.166 58.227 157，683 1.359 156.324 2.611 627 2.685 
訳

その他の用 6 + 9+ 10+刊 3:6: 1 +12+13+14+1号+-16+1&+20+-23+26 107， 076 1，7 7 5 1 05.301 926.396 1.889 924.507 8.652 1.064 ，8.780 
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第 25表木造以外の家屋陀関する調

(1) 事務所・唐錦・百貨唐

斗よ
行 所 有 者

番 法定免税点
最管 数

来満のもの

号
( 人 } 制 (人) (c) 

011lO2 
19 26 

鉄骨鉄筋コンクリート造 1 9 

鉄筋コンクリート造 0; 2!0 1 41 

鉄 脅 1-As色~ 0; 3:0 1 39 

事聖 最 鉄骨 造 oi4!o 72 

れ んが造 0: 5:0 1 9 ヨンクリートプロヴク造

言十 0: 610 390 

||it¥・¥造¥区¥男 ~介 行番号

床 面

法定免税点
総 数

来満のもの

(m2ー) (ト)
例

(m.) 

9n! 1 : 1 112 23 
鉄骨鉄筋コンクリート造 0; 1 : 1 16，132 

鉄 筋コンクリート造 日1211 79，451 

鉄 骨造 013: 1 48，644 

軽量 鉄 骨 造 01411 9， 781 

れんが造 0:5: 1 4，432 
コンクリートプロ .y?造

計 山 i1 1 58，440 
、・幽由

-28-

数

法 定 免 税 点

以上のもの
機

(イ)(人ー) {ロ) 付

5 
1 9 

1 41 

139 

72 

1 9 

390 

積

法定免税点

以上のもの

(ト)-('1-) (リ)
(m2) 

[34 
16，132 

79，451 

48.644 

党781

4，432 

158.440 

棟 教

総 数 法定免税点来満のもの 法定免税点以上のもの

数料
主 た る 用 途 機 私 主たる用途

棟(司一例数付
主たる用途

以外の棟数 以外の機数 以外の棟数

40 :47 54 61 68 74 
39 39 

1 57 1 57 

154 1 54 

88 88 

21 21 

459 459 

決 定 価 格 単位当たり価格

絵: 数
法定免税点 法定免税点 (ヌ} 判 (ヲ}

来 満 の も の 以上のもの (時 例 (リ)

(:lI) 糾 (ヌ)ーやの (勃 (ワ) (ヵ) (ヨ)

(千円) (千伺) (千円) 〈円} (円} {円}
145 67 77 

1，095，126 1，095，1 26 67，885 67， 885 

3，561，804 3，561.804 44.830 44.830 

2，236，331 2，236，331 45，973 45.973 

1 74.656 1 74.656 17，857 17， 857 

6究308 69，308 1 5，638 1 5，638 

7， 137， 225 7， 137， 225 45，047 45，047 
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第 26表木 造 以 外 の 家 屋 に 関 す る調

(2) 住宅・アパート(一般住宅用)

コベl1所

有 者

番給?数
法定免税点

来 j筒のも の

号( 人) (イ} {人) (司

。 12 19 
鉄骨鉄筋=ンク 1)・ー ト造 011ini 461 

鉄骨害 コ ンクリ ート造 。;州 2，037 I 

事坐 骨 造 。;5io! 536 

電島 4署 鉄骨 1-eE 乞

oi410i 961 ! 

れ ι 1J、途 。:5:0 I 125 i ヲン今 "ー トザロ γ クiを

言十 Oi 6!01 4，120 2 

~、
[玄 チ子 付'.- '* 商

26 

悉 法定免税点
経 数

来満のもの
情 i竺 )!I' 号

、、 ¥ (mり (ト)
(升

(m2
) 

9o-←:1寸一1 

12 123 
鉄骨鉄骨宇コンクリ ー ト造 92，397 

ト ーー・ ーー

鉄筋 つンク 11 ート造 0:2: 1 519，162 

鉄 脅 t金 013|1 50，154 

数

法定免税点

以上のもの
機

判 -F)付
(人

5 
461 

2，037 

536 

960 

124 

4，1 1 8 

積

法 定 免 税 点

以上 のもの

(ト)ー伊.) (リ)

(m') 

34 
92，397 

519， 162 

50，154 

被 数

警E 数 法宣言免税点未満のもの 法~発税点以上のもの

数同 主たる用途 機
数(ホ)

主たる用途
棟(=-)ー(材主主付

主たる用途

以外の棟数 以外の棟数 以外の 棟主主

4G 
492 

54 61 
492 1

68 74 

2，273 2，273 

562 562 

985 984 

341 340 

ω53  ー|ド一一一一
2 4，651 

決 定 価 柊 単位当たり価格

法定免税点 法定免税点
経: 数

来満のも の 以 上 のもの (ト)閉じ1)
(ヌ) い』 (ヌ)一 例(ヲ) (ワ) I (カ，) I (ヨ)

{千伺) {千円} (千伺) {円)|(円) u円}
何百 f56 67 77 

2，762，710 2，7 62，7 1 0 29，900 129， 900 

1 4，7 52，678 1 4，7 5 2，6 7 8 28，4 1 6 : 128，416 

2，1 01，91 9 2，1 01，91 9 14げ 09
一 一一一一一 一一一一一一一一一一一一斗ー

41，909
， 

酵 母 鉄 骨 造 0!4: 1 96，308 1 0 96，298 2，689，673 67 2，689，606 2~928 1 ~700 i 2~930 

れ んが造 0:5: 1 61，443 1 5 61，428 795，652 43 795，609 1 2，94 9 i 2，8 6 7 1 2，952 コJ ク 1;ー トブ ロ ，ク ifき

言十 0:6: 1 819， 464 25 819，439 23，1 02，632 1 1 0 23，1 02，522 28，1 92 i 4，4 0 0 28，1 93 

-29-
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第 27表木造以外の家屋に関する調

(3) 住宅・アパート(農家用)

コ¥:行 所 有 者 数 棟 数

番 w. 数
法定免税点 法定免税点 ー箆 数 法官官免税点未満のもの 法 $ 免 税 点 以 上 の も の

来満のもの 以上のもの
機

数同 主たる用途 t車
数件}

主たる用途
棟(エ)ー(村数付

主たる用途
号

{人)的 (人) ("') (イ)〈ー人} (ロ) い 以 外 の 機 敏 以外の機主主 以外の棟数

oj1io 
12 19 26 5 140 :47 s‘ 61 68 74 

鉄骨鉄筋コンクリート造

鉄筋コンクリート造 。:2:0
鉄 骨 進 O[ 3:0 

経量 鉄骨 造 oi410 

れ ん が進 0: 5:0 
づ Y クリートブロ がずi篭

言十 0: 610 

A1i 
床 面 積 決 定 価 格 単位当たり価格

語長定免税点 法定免税点
後: 重責

法定免税点 法定免税点 (:R) 糾 {ヲ}

世E 数
以上のもの 来 満 の も の 以上のもの 一 一 一未満のもの (ト) 例 {リ}

(rrl) (ト)
(ヲヲ (ト)一例 (リ) (.:R) L川 (:R)ーやゆ (ヲ) (ワ) (ヵ1 (司

(rrl) (m") (千伺} (千同) (千伺) 〈円} 〈円〉 (向〉

91112 23 34 .~ 156 67 77 

鉄骨鉄筋コンクリート造 0; 1 : 1 77 77 1.408 1.408 18.286 18.286 

鉄筋コンクリート造 。!2j1
鉄 骨 造 015i1 

軽量 鉄 骨 造 014i1 

れんが造 0:5: 1 
ヨンクリートプロック進

富十 。!6i1 77 77 1，408 1.408 18.286 18.286 

-30ー



第 28表木造以外の家屋陀関する調

(4) ホテル・病院

ユょ
行 所 有 者

番 信管 数
法定免税点

来満のもの

号 〈人}付} 〈人) (司

oj1iO2 
19 26 

鉄骨鉄筋コンク l}ート造 2 

鉄骨書コンクリート造 。;2!0 21 

鉄 it 造 0: 3:0 6 

..量鉄骨 造 。!4io 6 

れ んが進 0: 5:0 4 
づンクリートプロ ，ク造

言十 oi6ioi 39 

I"-，. tヌ 介勺¥、 行 床 商

'-..._、 番 法定免税点

¥ 経 数
未満のもの

情 i告別

~ 
号

(升

ト一一
(rrf) (卜) (rrf ) 

←9D日o4十l;iL251→十一-1 1 1 

12 23 

鉄骨鉄骨匹ヨンク l}ート造 250 
ト ー ー一一一ー一一 ー トー一一 一一一

鉄筋コ J ク リ ー ト 造 常819

鉄骨造 1，923 

事聖 母 鉄 骨 造 014i1 1.723 

れ んが造 0:5: 1 228 
コンク リートブロ γ クitき

言十 01611 1 3，943 

重宝

法定免税点

以上のもの
棟

(イ)〈ー人〉(ロ) ゃ+ 
5 

2 

21 

6 

6 

4 

39 

積

法定免税点

以 上 の も の

(ト)一例 (リ)
(m") 

34 
250 

免819

1，923 

1，7 23 

228 

1 3，943 

機 数

舵. 霊童 法定免税点朱 満 の も の 法$'$to.税点以上のもの

敏伺 主 た る 用 途数 棟 思 主たる用途
棟伸一帥建宮付

主たる用途|

以外の棟 以外の微量責 以外の棟数

40 :47 54 61 68 74 
2 2 

22 22 

7 7 

8 8 

4 4 

43 43 

主従 定 価 格 単位当たり価格

法定免税点 法定免税点 (ヌ) 判 {ヲ}
総 重量

来 i筒のもの 以 上のもの 一
(ト) 例 (リ}

(ヌ) 糾 (ヌ)ー糾(ヲ) (ワ) (ヵ) (ヨ)

{千円) {千円) (千円} (丹} (円) {円}
14~ 156 67 77 

8，345 8，345 33，380 33，380 

468，397 468，397 47， 703 47， 703 

89， 634 8免634 46，61 2 46，61 2 

32，529 32，529 18，879 18，879 

2，382 2，382 1 0，447 1 0，447 

601，287 601，287 43，1251 43，125 
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第 29表木造以外の家屋陀関する調

(5) 劇場・娯楽場周等のホール型建物

〉よ
行 所 有 者

番
続 数

法定免税点

来満のもの

号
(人}制 (人) (吟

9: 112 19 26 

鉄骨鉄筋コンクリート造 0: 1:0 

鉄骨宅コンクリート造 oi2io 

9失 骨 1-a旦S 。:3: 0 

軽量 鉄骨 造 oi4!日

れ ん が 造 。:5:0 
づンデリートプロック i篭

言十 01610i 

\ぐ戸~~分\一|行|

函

番 法定免税点
総 数

未満のもの

号 (111') (ト) 伺
Cm") 

9n; 1 : 1 112 23 

鉄骨鉄筋ヨンクリート造 0; 1 : 1 

鉄骨骨コンクリート造 0:2: 1 

鉄 骨造 01511 1 50 

電聖 母: 鉄 骨 造 014i1 

れん が 造 0:5: 1 
コンクリートブロ y クi篭

計 01611 1 50 

数

法定免税点

以上のもの
棟

(イ)(人ー) (ロ) い

5 

積

法定免税点

以上のもの

(ト)一例 (リ)
(111') 

1
54 

1 50 

150 

棟 数

総 数 法官官免税点朱満のもの 法$免税点以上のもの

数同 主たる用途数 棟
数(剥

主たる用途
棟(=.)ー(対数付

主たる用途

以 外 の 棟 以外の棟数 以外の横数

40 :47 54 61 68 74 

決 官官 価 格 単位当たり価格

法 定 免 税 点 法官官免税点 (ヌ) やゆ (ヲ)
総 数

来 i備のもの 以 上 の も の (ト) (判 (:1) 

(ヌ) 制 (買)ー糾(ヲ) (ワ) (カ} (司

(千円) {千伺) (干伺) (円) (円〉 (円)

l‘
3 67 n 

2，403 2，403 1 6，020 1 6，020 

2，4 03 2，4 03 1 6，020 1 6，020 



第 30表木造以外の家屋陀関する調

(6)銀行

所 有者 数 積 数

数
伺

一
途
数

一
用
棟

一
る
の

数
一
た
外

主
以

法定免税点来語簡のもの

機 棟 数
(材

主たる用途
以外の棟数

法5F免税点以上のもの

棟 数|主たる用途
( 斗 一 例 付 | 以 外 の 横 数(イ)

(人)

2 

点

の

伺

税

も
免

の

い

N

定

満

{

法

来

法定免税点

以上のもの

(イ)ー(ロ)付
(人)

官官
最有 数

19 26 40 47 54 61 168 74 

2 2
一
5
一
2

2 

5 5 民
叫
一
円
，
ι

↓
i
 

z--
ロ 0: 610 8 8 9 9 

構""'--造[)(別~分
行 床 面 積 決 定 イ而 格 単位当たり価格

番 法定免税点 法5F免税点 法 定 免 税 点 法定免税点 {ヌ} 判 (ヲ}

数 唱量 数紙、
未満のもの 以 上 の も の 未満のもの 以上のもの (的 (ヲ『 ('J) 

号
(ト)ー(列(リ) (>1) (!t.l (:x)ーやゆ (対 (ワ) (ヵ) (冒)

{阻n (ト)
(升

(m') (niり (千円) (千伺) (千伺) (円) {円) 〈円)

90: 1 ! 1 ! 12 
23 ，. 

， 207， 267 I 67 77 

鉄骨鉄筋ヲンヲ 1)ー ト造 1，874 1，874 207，267 110，601 110，601 

鉄筋コンデリート i篭 0:2! 1 3，463 3，463 1 48，075 1 48，075 42，759 42，759 

鉄 骨 造 0;3! 1 71 3 71 3 82，875 82，875 116，234 116，234 

軍事 最 鉄 骨 造 014i1 

れ んが造 0:5: 1 
コンクリートブロ y ク造

言十 0:611 6，050 6，050 438，21 7 438，21 7 72，433 72 ，433 

-33-
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第 31表木造以外の家屋 K関する調

(7) 工揚・倉庫(農家用)

僧~造 区号 ~ 分
行 所 有 者

番
総 数

法定免税点

未満のもの

号
{人) (イ) (人) (司

。:1:01
12 19 

鉄骨鉄筋コンクリート造

鉄骨需コンクリート造 。;2!o 1 

鉄 脅 造 0; 3: 0 I 

‘匹 4骨 鉄 骨 造 oi4!日 4 

れん が 造 0: 5:0 
ヨンクリートプロ'l:?造

言十 0: 6io 6 

26 

ドト構造ィ別，~
行 床 面

番 法定免税 点
総 数

来満のもの
号

(m") {ト) 例
{皿n

9! : 112 25 
鉄骨鉄筋コンクリート造 0: 1 ; 1 

一
鉄筋コンクリート造 0:2! 1 40 

鉄 骨 造 0;3! 1 

酵母 鉄 骨 造 014: 1 129 

れ んが 造 0:5: 1 46 
コンクリートブロ'l1l造

富十 0:6 i 1 215 

数

法定免税点

以上のもの
検

(イ)( ー人} (ロ) 村

~5 

4 

6 

積

法~免税点

以上のもの

{ト)一例 (リ)

(oI) 

1'. 

40 

129 

46 

215 

棟 数

絵、 数 法定免税点未満のもの 法*-令税点以上のもの

数伺
主たる用途 棟 数例 主たる用途

練{エ}ー(梢数付
主たる用途

以 外 の 微 数 以外の棟数 以外の棟約

40 正T 54 61 68 74 

1 

4 4 

6 6 

決 定 備 格 単位当たり価格

法定免税点 法定免税点 {ヌ} 4凡A (ヲ)
絞、 数

来満のもの 以 上 の も の 一
(ト) 例 (I}) 

(~) 判 (ヌ}ーやゆ (ヲ) (吟 (カ) (司

{千円} (千伺) (千伺) (円〉 (円〉 (円}

|伺 156 67 77 

455 455 11，375 11 ，375 

1，948 1，948 15，101 15，101 

299 299 6，500 6，500 

2，702 2，702 12，567 I 12，567 



第 32表 木 造 以 外 の 家 屋 K 関する 調

(8) 工楊・倉庫(その他の用〉

山ょ
行 所 有 者

番 数
法定免税点

f;f 
未満のもの

号 〈人) (イ} {人) (司

!bt i12 
19 26 

鉄骨鉄筋コンクリート造 : 1 iO 6 

鉄筋コンクリート造 oi210 26 

鉄 骨 造 0: 3:0 94 

喧昆

' 
鉄骨 造 。!4io 102 

れんが造 0: 510 30 ヨンクリートブロンク造

言+ 0: 6io 258 

~ [芳 分 行 床 面

、、一、

番 ||絞

織金引I~~
法 定 免 税 点

数
未満のもの

号
(升

(m2ー) (的 (m2) 
トー

90;1. 11 
12 123 

鉄骨鉄筋コンク 1)ート造 88，256 
ト 一一一一一喝

鉄骨再コ J タ リ ー ト 造 0:2 i 1 1 78，966 

鉄 骨 進 oi311 243，487 

電車i 最 鉄 骨 造 014i1 1 6，430 

れ んが造 0:5: 1 3，51 5 
コンクリートブロァタ造

富十 れ i1 530，654 

重宝

法 定 免 税 点

以上のもの
棟

付)-p付
{人

5 

6 

26 

94 

102 

30 

258 
ー

積

法定免税点

以上のもの

{ト)一例 (リ)
(m2) 

1
54 

88，256 

1 78，966 

243，487 

1 6，430 

3，515 

530，654 

棟 教

総 数 法定免税点来測 の も の 法$'免税点以上のもの

教同
主たる用途 f車 数帥 主たる用途鍛 被(ヰー帥害書付

主たる用途

以外の微量宣 以外の棟 以外の機数

40 “・7
54 61 68 7・

1 1 1 1 

1 1 0 11 0 

270 270 

1 70 1 70 

67 67 

628 628 

決 定 価 格 単位当たり価格

法 定 免 税 点 法定免税点 (ヌ) 判 {ヲ)
統. 重量

来満のもの 以上のもの 一
(ト} 例 (リ}

(買} 判 (ヌ)ー糾(ヲ} (ワ) (カ} (ョ}

{千円} (千円) (千伺} (円〉 (円} (円}
145 15孟 67 77 

1，473，849 1，473，849 16.700 1 6.7 00 

4，611，1 56 4，611.156 25，766 25，766 

3，891，468 3，891，468 1 5，982 1 5，982 

1 94，31 7 1 94，31 7 11，827 11，827 

47， 102 47， 102 1 3，400 13，400 

1 0，21 7， 892 10，217，892 19，255 1号255
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第 33表木造以外の家屋陀関する調

(9) 市治

網降~遺 区男 ¥、分

行 所 有 者

番
智正

法定免税点
数

来満のもの

号 (人) (ィ1 {人) (司

lb!1io，T2 
19 26 

鉄骨鉄筋コンクリート造

鉄筋コンクリート造 。:2:0 

9失 骨 進 0: 3: 0 

事事 最 鉄骨 i管 014io 

れん が 造 0: 510 
コンクリートプロック f置

言十 0: 6:0 

山ぺ
行 床 面

番 法定免税点
総 数

来満のもの
号

(m"民) (帥 例
(nf ) 

b11i12 
23 

鉄骨鉄骨折ヨンクリート造

トーー

鉄筋コンクリート造 012i1 

鉄骨造 01511 

軽 量 鉄 骨 造 01411 

れんが 進 0:5: 1 
コンクリートブロ y ク道

富十 oi6i1 

数 機 数

法定免税点 管E 数 法宣言免税点来織のもの 法$発税;点以上のもの

以上のもの
棟 教同 主以たる用途数 棟

数(材
主たる用途

棟(.::.)ー(材主主付
主たる用途

{イ)〈ー人) (ロ) 付 外の棟 以 外 の 棟 数 以外の機数

5 40 147 54 61 68 74 

積 決 定 価 格 単位当たり価格

法定免税点 法定免税点 法定免税点 (買) 判 (ヲ)

以上のもの
続、 数

来満のもの 以 上 の も の 一
(ト) 例 (I}) 

(ト)一例 (1]) (>1) 糾 (買)一例(ヲ) (ヴ) (カ) (ョ)

(m") (千伺) (平岡) (千円) 〈円} (円} {円)

34 .~ 1'6 67 77 



第 34表木造以外の家屋陀関する調

側水力発電所

¥種ご別¥¥¥分
行 所 有 者

番 数
法定免税点

官官
未満のもの

号 {人) (イ} {人) (司

1bt!?2 19 26 
鉄骨鉄筋 コンクリート進 : 1 iO 

鉄骨書コ J クリート造 。'210
事失 骨 造 0; 3!0 

穫量 鉄骨 造 014lo 

れ んが造 0: 510 
コンヲリ ートプロック造

言十 0: 6:0 

¥え 介 行 床 面

番 法 定 免 税 点
智E 数

情浩司1!¥¥¥¥ 
未満のもの

号

(回n (ト)
(升

(rriり

b11;12 
23 

鉄骨鉄筋コンクリート造

一 一
鉄筋コ r クリ ート造 日:2i 1 

鉄骨造 0:3: 1 

軽量 鉄 骨 進 0:4: 1 

れ んが造 0:5: 1 
コンクリートブロ y ク 造

言十 0:611 

重宝 機 数

法 定 免 税 点 総. 数 法定免税点朱満 の も の 法5$'免税点以上のもの

以上のもの
棟 教同 主 た る 用 途数 棟 数例 主たる用途

棟(.::.)ー(村重責(ぺ
主たる用途

付)-f)村 以 外 の 練 以外の棟数 以外の棋数
(人

5 40 ，47 54 61 68 74 

積 8民 定 価 格 単位当たり価格

法 定 免 税 点 法定免税点 法定免税点 (ヌ} 01 (ヲ)

以 上 の も の
約: 数

未満のもの 以上のもの 一
(ト) (ヲ『 (リ}

(卜)一例 (リ) {ヌ) 01 (ヌ}ー糾(ヲ) (ワ) (ヵ) (ヨ}

(rrf) {千円) (千伺) (千円} {円) (円) (円}
~. .~ ~6 67 77 
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第 35表木造以外の家屋花関する調

仙その他(一般住宅用)

脅~想 区\別~分 1 行号番

月時 有 者

未満のもの

(人) (イ) 1 (人.) (司

11"2 19 
i
26 

供骨鉄筋コンクリート造 0: 1:0 8 

鉄依=ンクリート造 35 

鉄 骨浩 。:3: 0 1 9 

事望号鉄骨 i竺 0: 4:0 44 

..ι ;6l l色
0: 50 ヲンク 1 ートザロック資 42 

をロみl 0: 61 o! 148 

機~造 玄酒IJ ~ 介
行 床 面

番 法定免税 点
車若 数

未満のもの
号

(m2) (卜) (m2) (.升

b11i12 
25 

鉄骨鉄筋ヨンクリート造 1，326 

鉄筋コンクリート造
0:2戸山」i一1一-

2，454 

鉄 骨造 oj511 7， 197 

事事 情 鉄 骨 造 014i1 2，084 

れん が 造 0:5: 1 1，660 14 
コンクリートフロ，:1造

言十 oi611 14，721 1 4 

数

法官官免税点

以上のもの

(イ)( 人ー) (ロ) 卜4 
棟

5 
8 

35 

1 9 

4.4 

41 

147 

積

法定免税点

以上のもの

(卜)一例 (リ)

(m2) 
1 ~4 

1，326 

2，454 

7， 197 

2，084 

1，646 

14，707 

棟 数

絵、 数 法定免税点未満のもの 法 w努税点以上の恥の

数悼 主 た る 用 途 棟
数件)

主たる用途
検(エ)ー(村数(ぺ

主たる用途

以外の棟数 以外の襖数 以外の棟数

40 54 61 68 74 
1 0 1 0 

42 42 

37 37 

66 66 

87 86 

242 241 

決 定 価 格 単位当た b価格

法 定 免 粉 点 法定免税点 (ヌ} 判 (ヲ)
紙、 数

未満のもの 以上のもの 一
(ト) 例 (リ)

(ヌ) L川 (ヌ)ー糾(ヲ) (ワ) (カ) (司

(千円) (千伺) (千円} (円) (円〉 (円)
a・3 3。 67 77 

19， 943 19，943 1 5，040 15，040 

45，778 45，778 18，654 18，654 

71，682 71，682 呪9601 9，960 

17，538 17， 538 8，41 6! 8，416 

14，488 70 14，418 8J2815.000 8，7 59 

169，429 70 169，359 11，5091 5，000 11，516 



第 36表木造以外の家屋陀関する調

間 そ の 他 { 農 家 用 )

I ~区分|行

1 ~番

l慨造別 ~号

l 鉄骨鉄筋コンク!ート造 lho 
，鉄約コンクリート迭 |ojm
i鉄骨造 101針。
トー
穫 量鉄骨造

れ んが造
づン今 1) ートプロック透

ト一一一ー

言十

014jo 
-ームー・4

0: 510 
_1_， 
0: 610 

~" i王 介 l行

情造 ki号

鉄骨鉄不つンクリート造 90;1. i1 
一.

鉄筋 コ 〆 ク リ ー ト 造 0:2 i 1 

鉄骨進 oj311 
ト一一一一一 一ー ーー

軽母 鉄 脅 造 014|1 

れ んが造 0:5: 1 
ヨンクリ ートプロ ック造

~t 0:611 

所 有 者

最F: 数
法定免税点

来測のもの

(人〉制 (人) (司

19 26 

床 面

数
括性定歩E税点

警E 来満のもの

(皿勺 (的 (m2) 
例

12 25 

数 棟 数

法定免税点 総 数 語長定免税点来語簡のもの 法定免税点以上のもの

以上のもの
棟 棟

(イ)(人ー〉(ロ) やも 以 外 の 棟 以外の棟数 一 帥 以外の線数

5 140 :47 154 61 168 74 

積 主持 定 価 格 単位当た b価格

法定免税点
続: 重主

法 定 免 税 点 法官官免税点 (ヌ} 判 (ヲ)

以上のもの 来 満 の も の 以上のもの (ト) (升 {リ)

(ト)一例 (リ) t買) 判 (買)ー糾(ヲ) (升 (カ} {ヨ)

(m2) (千円} {千円) (千伺) (円) (円) (円)
34 .， ~ð 67 77 
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第 37表木造以外の家屋陀関する調

U3l そ の他 (そ の他 の用 )

情、¥託生 区.81J ~ 停
行 所 有 者 数 棟 数

番 管 鍛 1| 法定免税点 法定免税点 ーを 数 法官官免税点来満のもの 法lF免税点以上のもの

来 j情のもの 以上のもの
棟 数同 主 た る 用 数途 棟 数例 主たる用途量生 棟(エ)一同重責村

主たる用途
号

(人) (1)! (人) (司
(イ)乙ー人)(ロ) 判 以タ1の様 以 外 の 棟 以外の棟数

26 5 40 47 54 61 68 74 

二出
鉄骨鉄筋-=.:."ウリ ート造 日:1:0 6 9 ? 

鉄骨~ = ン ラ リ ー ト 造ili:卜 67 87 87 

鉄 骨 i管 50 70 70 

事事 母 鉄骨 i企'" 0; 4!0 34 i 34 48 48 

れ ん が i全
oi5ioi 56i 36 64 64 コンクリ ート プロ ァク造

言+ 0: 610 193 193 278 278 

j、'¥途 区、別 ~"-...."""分~ 行香号

床 菌 積 決 定 価 格 単位当た b価絡

統‘
法定免税点 法定免税点 法 定 免 税 点 法 定 免 税 点 (買) 判 {ヲ)

数
以上のもの

帯官、 数
来満のもの 以 上 の も の 一 一未満のもの (ト) 例 (リ}

(皿2) (ト) {升 (ト)〈m一2)例(リ)
(~) 01 (買)ー糾(ヲ) ('7) {ヵ) (司

(m2) (千円) (千伺} (千伺) 〈円〉 (円) 〈円)

9_:. i. 112 23 
1
34 

，.， 1，504，300 
67 77 

鉄骨鉄筋ヨンクリート造 o i 1 : 1 26，357 26，357 1，504，300 57， 074 5，7074 

鉄筋コンクリート造 0:2 i 1 58，670 58，670 2，468，551 2，468，551 42，075 ! 4，20751 

鉄 骨造 0:3! 1 21，415 21，415 556，179 556，179 25，971 25，971 

経量 鉄 骨 造 01411 5，938 5，938 92，307 92，307 15，5451 15，545 

れ んが進 0:5: 1 2，431 2，4 31 46，257 46，257 1呪028 1，9028 コンクリートプロ y ク 進

gt 山 i1 11 4，811 1 1 4，81 1 4，667，594 4，667，594 40，655 40，655
1 
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第 38表 木造以外の家農陀関する調

ω 合 計(その 1) 

ユι
行 所 有 者 数 棟 数

番 法音質免税点 法定免税点 総 教 法定免税点来満のもの 法 定 免 税 点 以 上 の も の
経: 数

来満のもの 以上のもの
号

付)(ー人〉(ロ) 付
棟

数(ニ1
主たる用途 検

数(村
主たる用量争

横 数料
主たる用途

(人)制 (人.) (ロ)
以外の棟数 以外の機数 以外の横鍛

lニト;T.'

o! 1 :0 1
12 19 26 33 40 47 54 61 68 74 

鉄骨鉄筋コンクリート造 505 505 566 566 

鉄筋コンクリート造 0: 2:0 2，333 2，333 2，697 2，697 

鉄 骨 造 。!5io 846 846 1.1 03 1.1 03 

覇軍 、世 鉄骨造 。!4io 1.223 1，222 1，369 1.368 

れ ん t;， 造 。!日 257 2 255 585 2 583 コンクリートプロック造

言十 01610⑦ 5，1 64 F 3 I@ 5，161 
@ ② @ 

6，320 5 6，31 7 
トー一一一一一_"_.._.__._-_--_"_--

市一l 一般住宅用 2 +川 oj7jo 4，268 1 5 4，265 4，895 3 i 4，892 1 

上
農家用 3+ 7+12 0: 8;0 

内
7 7 7 7 

訳 その他の用 0: 910 889 889 1，418 1.41 8 1+4+5+6+8+9+10+13 。

-41-



-42-

第 38表 木造以外の家屋陀関する調

凶 合 計(その 2) 

ド¥ 区 分|行| 床

I ~番|総数
い 構造別 !号 1 2)(帥

|鉄骨桝コバ jート造 lb!1j1112 22ふ669

鉄筋コンクリート造 0: 2: 1 
」ベトー

鉄 骨 造 10:3: 1 

852，025 

373，683 

軽量 鉄骨 造 10;41 1 I 132ρ5 

tンクムトムJlmh| 7五755

I ，，~ ，; . I⑨|②  
計 I0: 6: 1 I ""1， 658，5 2 5 

問|一般住宅用 2 + 11 10: 7! 1 

~I 農家用 5+7+14018H 

訳|その他や甲ーー一一10:9:1 
1 ，十4+5+6+6+V+1U -t- l~ I : 

834，185 

292 

824，048 

面

法定 免 税点

来満のも の

-- (升(皿2)

1 0 

34 

積

法 定 免 税 点

以上のもの

(ト)一二例 (リj
(m2) 

226，669 

絞

主従

数

(31) 
{干同)

45 156 
7， 072，948 I 

852，025 I 2ω56，894 

3 7 3，6 8 3 9， 0 3 2，4 9 1 

1 32，383 3，202，968 

29  I 7三726 I 975，488 I 

39 I(i> 1.658，486 F 4ふ340，789I⑦ 

39 834，1461 2五272，061

汐 2 I 4，1 1 0 

824，048 I 23，064，618 

定 価

法定免税点

未満の~) の

かゆ
(ギ伺)

67 

11 3 

180 

180 

格

法 定 免 税 点

以上のもの

(ヌ}一例 (ヲ)
(fU1) 

1
67 

7， 0 --"-2，9 4 8 

26，056，894 

9， 032，491 

3.202，901 

975，375 

P 46，340，609 

23，271.881 

4，11 0 

23，064，61 8 

単位当た b価格

(ヌ) 。ゅ (ヲ)

(的 (判 ('11 
(ワ) {カ} (ヨ)

(円) (円) (円)

31，204 31，204 

30，582 30，582 

24，1 72 24，172 

24，193 6，7 0 0 24，194 
ドー一一

1 3，226 3，897 1 3，230 
ーー一一

27， 941 4，615 27.942 

27，898 4，615 27， 899 

一一一
1 4，075 14.075 

27，989 27， 989 



第 39表 新増分家屋に関する調 (繍足調査その 1) 

(1)木造・家屋

hヰこ
fi 所有者数

番

号
総 教

(人)

rO: 1: 1，080 
19 

f!j. 用 住 宅 : 1:0 

Lご45
52 

共 同 住 宅 ・ 寄 宿 舎 65 

fヰ 用 住 宅 0・3:0 58 
19 

LJ45  
52 

軍主 署Z 住 宅

12 19 

• 委 住 ，毛』 。:5:0

/r
5 52 

漁 雪量 者 住 F宅‘4・

。:7:0 1
12 寸T予

持 i忌 旅 館 ・料・.;-:・待合

/r
5 52 

ホ中 I~ ・鱗易旅館・団体旅館

112 19 

事務所 銀 行 0: 9:0 2 

一
/ / / 45 

52 
1苫 舗 2 

1:1!Or
2 19 

嘩I~ 場 ・ 映 両 館

一ー

場 l/r5 52 
ノA、- 衆 浴

一
陣~ 11: 3: 0 :12 19 

病

場 iど 45
52 

工

倉 庫 1: 5: 0 1
12 

5 
19 

ト一一一一一一回

/1
45 52 

土 1<< 

肩書農舎・蚕室・ 112 19 

付属 家 {煙車車E燥場を含むー} 1: 7: 0 2 

合 計 LJ45  1， 214 
52 

矯集分 に かかる数値 1: 9: 0・2
19 

」よ二 L
8 

棟 数 床 面 積 決定 価 格 単位当た b価格

(ロ)

経: 数 絞、 数 総 数 (イ)
(m2) 付) {千伺} (ロ) (['1) 

1，091 
26 35 

100，950 4，298，754 42，583 

59 68 77 

68 1 0，954 41 5，830 37，961 
ーー26 35 

1 1 0 5，512 217，265 39，417 
一一一一59 68 77 

26 |ね

59 68 77 

一一」26 35 

59 68 77 

26 35 

2 21 7 8，624 5呪742

59 77 68 
2 79 2，031 25，709 

26 35 

59 68 77 

26 

52 2，169 41，712 
59 68 7i 

140 3，350 23，929 
26 

5 201 2，526 1 2，567 
59 68 77 

26 35 
2 39 862 22，103 

5f 
118，144 dl68 

4，951，41中771，280 41，910 

26 35 
4‘ 9 278 10，11 9 36，399 
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第 40表新増分家屋に関する調〔禰足調査そのい

(2) 木造以外の家屋(その 1) 

I~種領の"ì~宿徳 ¥造¥、、居、区~、分............_ 

h 所有者数

111= 

号 告を: 数

(人)

b i11012 19 
司匹 鉄骨 鉄 筋 コ ン クリート造

務 ンア14
5 52 

ffT 鉄筋コンクリート造 1 0 

J6 
鉄 骨 造 o !3! 01

12 19 
20 

- 一一一
舗

fu 
45 152 

軽 最 鉄骨造 4 

臼 れ ん が 造造
12 119 

待 コンクリートプロック

i;5 /r 52 
言十 35 

I-=c二 三←

19 
ft: 鉄骨鉄筋コンタリート造 0: 7:0 

宅 I/r 
52 

鉄筋コンクリー卜造 133 
112 19 

ア 鉄 骨 造 0:9:0 30 

レイ1
4 52 

，、. 
軽 量 鉄 骨 造 74 
れん が造

111102 
19 

コンクリートプロック造 2 
ト ~45 52 

計 239 
19 

工 鉄骨鉄筋コンクリート造 1 : 3; 0 

二7(45 52 
場

鉄筋コンクリート造 5 

1115.io 12 
19 

鉄 骨 造 9 

フ71
45 52 

軽 量 鉄 骨 進 4 
倉

れコンクリんートプがロック造造 1:7:0 
12 19 

庫 ν子45
52 

言十 1 8 

棟 数 床 面 積 決定価格 単位当た b価格

((ロィ) ) 
続、 数 まを:

数(イ) 給; (千円) 数(ロ)(m2) (flJ) 

26 35 
262 1 3，7 98 52，664 

59 68 77 

1 1 2，438 1 88，01 4 77，118 
26 35 

20 3，275 1 88，414 57，531 
59 o6 77 

5 460 17，448 37，930 
26 35 

59 品目 77 

37 6，435 407，674 63，353 
26 35 

1~9 68 
1 41 27， 030 1，480，276 54，764 

26 35 
30 五745 22究801 61，362 

59 68 77 

75 8，249 369，730 44，821 
26 35 

2 238 11，069 46，508 
59 68 77 

248 39， 262 2，090，876 53，254 
26 35 

5，176 435，295 84，099 
59 68 77 

5 484 23，643 48，849 
26 35 

186，933 1 0 6，016 31，073 
59 68 77 

4 264 6，198 23，477 
26 35 

8 182 22，750 
59 68 77 

1 9 11，948 652，251 54，591 



第 40表新堵分家屋に関する調(補足調査その 1) 

仰 木造以外の家，霊(・その 2) 

1"'- 、 - - - - - - 区 分
一l出 1 _______ 

|品構造別--------
1 t圃 『、--

鉄骨鉄筋コンクリート造

行

番

所 有者 数 棟 数 床面積 決定 価 格

帯昔、
(人)

数 続、 数
紙、 (m2 ) 数付)

26 35 

総 (干伺1 数(ロ)

単位当た b価格

(ロ}

(イ) (円)

77 

|鉄筋コンハート造反J45

車!f. .. 一以
鉄

の

他|れんが手
コンクリートプロッ 造

計

合

場集介にかかる数値

計

25 
o 

323 

19 

52 

4

，
一
民
d

-

z

d

一
。ι

っι

一 19 

52 

19 

52 

31 

19 

336 

52 

5 

q
L

一民
d

一
z
d

一司
4

内

4

一

32 

6 

59 

838 
26 

59 

降五

59 

1，81 3 

26 """ 135 
5呪458 '" 

59 

4，353 

1
68 

35 

32，897 

66，961 
f6百

35 

6，978 

456 

68 

一
@

円

4

一
z
d

o
'
-
n
y
 

n
4

一
n
u

z
一
a

n

u

E

U

 

4

，
内
4'a 

68 

1 28，285 

ア7

39，257 

87，760 

35，602 

28，500 

59，179 

54，797 

77 

77 

2呪470
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第 41表 減少分家屋に関する調(繍足調査その 2) 

(1)木造家屋

二ヰこI: 
所有者数 棟 数 床 面積 決定 価格

-・ rr
専用住宅 10i 1;0 

併 用 住宅v'145

J僻 (農家住宅 師住宅 漁業者住宅).1いo!同吋可れ!0ドl円1

共声問l住宅.寄宿舎/'ぺ45

普通旅館・料 亭 ・待合 1/ 

工 場 ・ 倉 庫 |oj5j0-]12

付属家(帥合 . ); ~ 煙 )j/パ45

EF乾燥均を含む 。 1/

そ の他 ioi7io112

合 計ケr

-46-

t

，o
 

d
一
日

総

Fす

52 

mu
一
μ
一
日

19 

52 

Fす
1 0 

24 
52 

19 

1 8 

52 

41 6 

総、

335 

511 

数

44 

24 

1 9 

28 

42 

1 9 

総
(皿2) 教 付 }

26 

山
一
山
一
山
一
山

59 

26 

59 

26 

59 

6，208 

2，235 

1，952 

40，577 

主孟

159 

総 数
{千円)

35 

95，107 
品目

35 

24，835 

3，030 

24，81 4 

1呪458

7，819 

5，099 

180，162 

68 

35 

68 

35 

品目

{ロi

単位当た b価格

(ロ)

(イ) (円)

77 

山
一
山
一
山
一
山
一
山
一
山
一
山

77 

77 

77 

4，440 



第 42表減少分家屋に関する調(補足調査その 2) 

仰木造以外の家屋

続、
(人)

重宝
三÷三Jl;

恥"'- V"， 恒 明 --........___|号

町唐繍百円 E14
住宅・アパート !// 
工場・合康 loU112
吃のし//145 

合社 lo:s!o

所有者数 棟 数 床面積 決定価 格

19 

経~ (平伺1

5 

22 
52 

1 2 
19 

52 

1 3 

52 
19 

経: 数

5 

32 

23 

1 8 

78 

26 

総数
(m2) (1) 

35 

5，21 0 

59 

26 

n
u
n
u

一
'

O

J

O

n
U
R
U

一司
L

0

0

4

，
au
一，。一司
r

守
ん
一

7
内一

o

-

4

'

?

3

 

59 

26 

68 

298，315 

1 45，970 

186，994 
35 

畠畠

35 -
a
a司

・4

6
一
5

n
y
一
マ

r

au
一
4
E

，
.
，
 

n
u
-
司

4

4

，
a
u
T
 

正
U

数
(ロ)

単位当た b価格

(ロ)

(イ)
(円)

77 

一一…一一一一一…77 
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第 43表 課税標準額等K関する調(補足調査その 3) 

特 語車 行 木造家屋 木造以外の家屋 針 特 滋. 行 木造家屋 木造以外の家屋 計

区 分 伊j 額 番
法上定の免も税の〈点千以円) 上法定の免もの税(点千以円) 上法定の免もの税点(千以円〉率 望巴 号

区 分 伊j 額 番
上法定の免も税の点(千以

円〉
法上定の免も税の点(千以

円)
法上廷の免も税の点(千以円)吉区 率 号

/ / 。:1 :0 
1 24  ⑦ 

2546540，60③ 9 5480.4028⑨ 03 決定価格 ω 34，062，19 

第10項(日本放送協会) をi〆ど 45 56 67 77 

61 ・ 12 お 34 

日本原子力 t 3 1510 
第1J項(研究所

)21//必 お 67 77 

課
12 123 34 

税

標 45 156 67 77 

準 12 123 34 

の ~rih .:r r3il~ ---r;T， r /145--- I 56 67 77 

34 

第 1項(
日本自動車 tlt ~45 56 67 77 
F一 ナノレ

t 号明 12 23 34 

法附 第 2項(農電気山漁緒村設 ) 

3 -t 1~145 56 67 77 

員IJ
よ
2 す92111012司毛 第 5項(倉庫) 23 34 

課-

税五
第6項(プエリー埠頭) il-t ~145 51司 67 771 

標の 第10項(心障者モデル工場) す ま92:3; 01
12 23 34 

準規

震第第1112項項
(職業訓練法人) す す ~45 56 67 77 

のよ (野菜供給安定基金) 斗
2 す92:5:0112 23 34 

特 3 す ま_./'"・e・.........--145 56 67 77 

例の 第15項(路外駐車場)

6 
E ま92171012 23 34 

十て
昭第和344扇

7(年地附下道則第等 8)条 斗
2 ~1/145 56 67 77 

よ

11:!=1 11:.>1 /145 i~国 67 77 

よ
12 123 34 

D 

I 
被縮 ! VLI'''~' <R '~~jt;/~_ '

i* itlr
l
3:0 I 

絹

4

包

125
一一一一→ふ

11l-

お

2 

弘

23 

67 77 

34 

K よ 67 77 

!念;る
34 

孟fl-t1~2:9:0112 23 34 
D 昭第和

2項
49(年発電附所則第)

7条

減
2 
6 す ~145

56 67 77 

額

KEの
J3 2 ま93;1!0112 23 34 

第昭和 51
日年本附源則子第力研

7条
究所9 項(13 .<t>m:-f~7í) J6 2 す ~45 56 67 77 

な 遣
に " き す93:3: 0 1

12 23 34 

る
よ

(動開発力炉事業・核団燃料、ノ 五
6 す ~145 56 67 77 

額る

す す9515iO12
23 34 も

の 昭第和
5項
5

2(年水附資員源iJ第開発
1
公
0条
団) 2 

4 士 ~145 56 67 77 

: ----~ 
a 77 

34 

す
;ザ

12 宮3 34 

昭第和
4項

54(水年資附源則開第発
7
公条
団) J4 a 45 56 67 77 

昭第和 53年附目テIJ
第ナ埠

7条
頭 ます 9519;012 

23 34 
5項(コン ) 

言十 (B) v v ~〆 45 56 67 77 

課税様準額 ω-(B) レ/レ/也フ.194 1
23 

4A_:Z;4n.6n9 1 
34

8nAnつ負制
4
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第44表法附則第16条の規定による軽減税額等に関する調

「補足調書をその 4) 

行 富島

区 分 番

イ閏 数
号

b1110 
12 21 

木 造 第1項の規定によるもの(し/2) 3，939 

第1項の規定によるもの(ν2) 0:2!0 686 

第2項の規定によるもの(1/2) 0:3:0 6，358 
木

0:4:0 第3項の規定によるものはV3)
造

第 5 項 の|レ包減額されるもの 0;5;0 
以

規定κよるもの 12/3糊されるもの 0:6:0 
外

第6項の規定によるもの(2/3) 0:7:0 
計 0:8:0 7，044 

合 言十 0:910 1 0，983 

数

床 面
( m'積) 軽 減(千税円額) 

234，290 
31 

59，180 

29，463 9，347 

343，846 80，650 

373，309 89，997 

607， 599 149， 177 

行 昭和 54年度κ新たに軽減の対象となったもの

区 分 番
個 数 床 面 積 経被 税 額

号 (m' ) (千円)

第 q買の規定によるものは/2) 9 11112 
1，21 7 

21 
68，214 

31 
19，283 木造 0: 1 : 1 

第1項の規定によるもの(レ〆2) 0:2!1 234 9，434 3，293 

第2項の規定によるもの(1/2) 0:3:1 395 20，262 7， 632 
木 。:4:1 第3項の規定によるもの (41'3)
造

0;511 
以

規定陀よるも シ令減額されるもの 0:6:1 
外

0:7 :1 第6項の規定によるもの (41'3)

計 0:8:1 629 29，696 1 0，925 

合 計 019:1 1，846 97，910 30，208 

左記のうち日本住宅公団分に係る数値

個 数 床
面 (m積， ) 軽減税額

(千円

4日 49 !:p 67 

2，4 7 8 136，753 24，409 

------------------
2，478 136，753 24，409 

2，478 136，753 24，409 

昭和 54年度で軽減勤間の終了するもの

個 数 床 面 積 軽減税千 額
(m' ) (円)

40 
1，550 

49 
93，076 

!:p 
22，24f 

228 9，726 2，773 

1，41 5 71，257 1 2，831 

------・ -----------
--一一-------三三 三三二 J二二一二一戸

1，643 80，983 1 5，604 

五193 1 74，059 37，846 
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第 45表課税標準額の段階別納税義務者数等K
関する調(補足調査その 5) 

行

区 ~ 番
8 万円未満 8万円以上 9万円

号 の もの 未満のもの

納税豊島務者数(人) 0!110 50 fi'1

22 
75 

課 税 標 準 額 ( 千 冊 0:2;0 22，38~ 6，388 

書官、床面積(皿Z)
0;3iO 19， 98~ 4，076 

行
14万円以上15万円 15万円以上20万円

区 分 番

号 未満のもの 未満のもの

:!. i. j12 21 
納税義務者数(人) 0:1 :1. 72 339 

課税標準額伴内
0:2: 1 1 0;347 59.192 

L一一一総一ー 床 面 積 (m勺 0:3 i 1 4，486 20，262 

行 45 万円以上
区 分 番 計

号 のもの

， ， 112 24 
22，73Qa 納税豊島務者数{人)

0:1 :2 1免358

限税僚主担額(千円)0;2:2 79.633，089 80，425，1 8 ~ 

総床面積 (m2)0:3:2 3，370，31 6 五566，70均]

9万円以上10万円 10万円以上11万円 11万円以上12万円 12万円以上 13万円 13万円以上14万円

未満のもの 未満のもの 未満のもの 未満のもの 未満のもの

4目 49 |弱 1
61 

92 61 80 66 

8，754 6，410 完217 8，156 7， 951 

5，568 3，482 4，776 4，177 3，311 

20万円必L上25万円 25万円t.:l..上 30万円 30万円以上35万円 35万円以上40万円 40万円以上45万円

未満のもの 未満のもの 未満のもの 未 満 の も の 来 測 の も の

日 59 48 68 B 77 

382 437 474 368 366 

85，970 1 20，098 1 53，437 1 38，139 155，655 

23，868 27， 474 28，563 23，092 23，274 



111 都市計画税に関する調

第 51表 都 市 計 画 区 域 及 び 課 税 区 域 に 関 する調

区 分 行 番 号 市町村の面積(千JJI) 市街化区域(千rr1) A 市街化調整区域(千rr1) B 

9 I I 

~ 
23 ⑦ 33 ③ 43 

線税区波の面積 。:1 : 0 1 5. 0 4 8 
I I 

都市計画区械の面積 0;2:。 27.110 22.220 4.8 9 0 

そ の 他 ( 千JJI) C 計 (A+B+C)(千JJI)

@ 53 ② 

1 5. 0 4 8 

27， 110 

都認市可計画の事有業無の

:ン/

r一一-----ーー一一司、
認可有…..r 1 J 

認可無…・・ r2J
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第 52表納税義務者数 K闘する調

区 分 行番号 総 数 (人)A 法定免税点未満のもの(人)B 法定免税点以上のもの(人)A-B

0: 1: 
12 

20，248 
22 32 41 

個 人 ，1; 0 399 19，849 

土 地 法 人 。12:0 638 1 5 623 

富十 0'3:0 2 0，8 8 6 414 20，472 

個 人 。:4'0 21，877 493 21，384 

家 屋 法 人 。;5:。 591 7 584 

計 。16，0 2 2， 4 6 8 500 21， 968 
一一一一一

個 人 017，0 26，704 636 26，068 

言十 法 人 0'8，0 859 2 0 8 3 9 

言十 。!9 ~日 27，563 656 26，907 
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第 54表 決 定 価 格 及 び 課 税 練 準 額 に 関 する調

決 定 価 格
区 分 行番号

市 街化区被 (千伺〉 市街化関盤区域(千円) そ の 他 (千円) 計 (千円)

90;1;。12 25 35 47 60 
宅 宅 地 170.621.011 170.621.011 ~ 

土

地 その他 012'0 1 6.1 7 4.3 5 4 16.174，354 ② 

等 計 01510 186，795.365 1 86.795.365 ⑤ 

• 地 。:4，0 4 7， 0 7 2. 0 1 8 <D 4 7， 0 7 2. 0 1 8 fb 
地

針 015'0 233.867， 383 233.867， 383 

家 木造家屋 01610 1 1 
33.2 09， 30 1 33.209.301 

木造以外の家屋 。1710 46.300.237 46.300.237 

屋
79， 509， 538 79， 509， 538 @ 計 。:判。

313.376.921 313.376.921 合 計 0.910 
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第 53表 地 積 及び床面積等に関する調

区 分 行番号 市 街 イヒ 区 域 市街化調~区域 そ の 他 言十

。;1:。12 24 34 45 57 
土 宅 宅 地 8，5 0 3 8，5 0 3 ② 

地 地 その他 0'2:0 2，2 1 3 2，2 1 3 (J) 
の

等
:3' 地

計 0，3:0 10，716 10， 716~ 

積 a量 地 01410 4，1 7 6 ② 4，176 @ 

(千四f

計 0'5:0 1 4，8 9 2 ③ 
⑦ ② 1 4，8 9 2 @ 

家床 木 造 家 屋 。，610 1， 8 6 2， 2 4 1 1，862，241 

屋面 。，7!0 1，657， 451 木造以外の家巌 1，657，451 
の積

ω〉 針 0:8，0 3，519，692 3，51 9.692 

41，969 41， 969~ 
宅

宅 地 。;910
土

地 地 その他 1 ~ 010 5， 1 0 5 5，1 0 5 ② 

の
等

1'1'0 計 47， 074 47， 074 ② a庭

軍主 • 地 1'2!0 呪61 1 呪61 1 ，-， 
毒血)

言十 1 :3:0 56，685 56， 685 

家 木 造家 屋 1 :410 23，809 23，809 
屋

の
11510 6，1 8 9 6，1 8 9 

練 木造以外の家屋

数

(練) 計 1:6 :0 
29，998 29.998 
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第 54表 決定価格及び課税標滋額 K関する調(つづき)

区 分

計

家監 lド~一一3一木k一造一造以一外一十家@一家一屋屋一

合 針

市街化区波 (手円) 1 市街化調.区域(千円)

12 

1 6 1， 1 2 2，2 0 7 

1 5，1 1 2，795 

1 76，235，002 

2 6， 2 3 5， 1 8 0 6 

2 0 2， 4 7 0， 1 8 2 

33，209，301 

46，300，237 

7呪509， 538

281，979，720 

その他(千円)1 計

1 61， 1 2 2，20 7 

26，235，180 

n
，ι

一
4
1
-

マ
f

-

n

o

-

n

u

oo
一

円

U

一

?
3

一

?
3

一
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4
E
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?
3
一

n
，ι
-

E

J

一

ヲ

J

n同
一

o
h
-
n
u「
一

nv内
一

o
h

ヲ

f

一
n
u

一
n
u
-
n
u
-
7
r

刈

斗

一

円

4

-

7

3

-

R

d

-

n

y

，
.
，
.
，
.

1

・

司
L

一

ziM
一

，

。

一

nv内

-
4
h

n
U
一

zd
一

刈

斗

一

7
r

一

Q
U

司

4

一

円

4 845，939 
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第 55表 市街化区域内の農地K関する調 (その 1 首都圏の

既成市街地等の市K所在するもの)

区 分 行番号 地 積(千m') 決定価格 (千円) 課税標準額 (千円)

9 1 1 12 24 39 53 

市 A 農地 O! 1 :。 7 0 @ 1， 5 0 1， 7 4 9⑬ 1，501，749
0 

街
化 B 農地 0;210 1，852 ⑮ 24，573，534⑪ 24，573，534⑪ 
区
域 C 農地 Oi310 2，254 。 20，996，735⑨ 1 5呪897①
農.

地 言十 014'0 4，1 7 6 4 7， 0 7 2，0 1 8 2 6，2 3 5，1 8 0 

生産緑地地区の

区域内の農地等
01510 
1 1 

言十
1.1 

016iO 4，1 7 6 θ 47， 072，018@ 2 6， 2 3 5， 1 8 0 @ 

第 56表 市街化区域内の農地K関する調 (その 2 第 55表

K記載する市以外の市町村K所在するもの〉

区 分 行番 号 地 積(千m') 決定価格 (千円) 課税標準額 (千円)

9 1 1 12 24 39 53 

市 A 農地 0: 1 :0 
街

0:2:0 化 B 農地
区
域 C 農地 01310 
農

地 言十 014;0 ③ ⑮ ⑤ 

生産緑地地区の

区域内の農地等
015'0 

言十 0:6:0 ③ @ 
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第 57表課税標準の特例に関する調

法第 70 2条かっこ書又は法附則第 15条の規定による課税標準の特例により減額になる額

区 分 行番号 法第 70 2条かっ乙書の規定によるもの

第 10項(日本放送協会) 第 11項(日本原子力研究所) 第 12項(動力炉・核燃料開 第 14項(日本鉄道建設公団〉 第 15項〈本四連絡橋(公千団円)) 第 18項(新東京国際空港公
(千円〉 (千円) 発事業団) <千円〉 (千円) 団〉 千円)

土 地 Poi1i012 

=-----------二---------
42 52 62 71 

家 屋 01210 

-----------計 oj5io 
-ーーーーL.....-...

法第 70 2条かっ乙書又は法隊員IJ第 15条の規定による課税源準の特例により減額になる額

区 分 行番号
法附員IJ第 15条の規定によるもの

第 19項(外貿海頭公(千団円)) 第 2項<..山漁村電気〈施千設円〉) 第5項〈倉庫〉 〈千円) 第 6項(フェリー母(千頭円)) 第 11項<.業訓練(法千人円)) 第12項(野菜供給安定(基千金円)) 

土 地 9011 i 1 12 二ノトイー L竺竺プ 42戸- 二------6~ 
家 屋 0:211 

計 01511 

法第 70 2条かっ ζ膏又i立法附則第 15条の規定による課税標準の特例により減額になる額

区 分 行番号
l日法の規定によるもの

昭和49年所〉附則第14
条(千第円

2
〉

昭項和(日
5
本
1
年原附子則力第研究

1
所
5
〈条千)第円)

2 
項団昭和)(動

5
力
1
炉年附・核則燃第料

1
開5(発条千第事円)業

2 
昭和(コ

5
ン

5
テナ年ー附埠則齢

第 12条第2
計

項(発電 項 〈千円) 〈千円)

pml2 1~ !〉J----32

一一一---
42

一一一一一
52 61 

土 地

重E 屋 01212 ~I 

計 O!3!2 
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第 58表 宅地等の負担調整K関する調

喝、

区 分 行喬号 所有者数 地 積 決定価格 課税標準額 筆 数

(人) (千 m2
) (千円) (千円)

本則どおりの課税がなされたもの 90: 1: 0 
12 

307 
24 

1 30 39 5，1 37，747 54 5，1 3 7， 7 4 7 
69 457 80 

規
上の 負担調整率 1.1が適用されたもの 。!2:0 17，573 4，787 89，81 3，485 84，237，21 4 26，081 

模 記も 庁

住
1.2 " 0:3:。

住 宅
用

以の H 1. 3 H 。:4:0
地 外

，_' 
計 0;5:0 17，573 4，787 89，813，485 84，237，21 4 26，081 

計 0~6:0 
'-， 17，880 4，91 7 94，951，232 89，374，961 26，538 

本則どおりの融税がなされたもの 。:7:0 68 1 0 407，034 407， 034 87 
宅

負担調整率1.1が適用されたもの上の 。 ; 8~0 6，696 1，1 06 1呪416，405 1 8，522，589 9，21 4 
般
住 記 も 11 1. 2 " 0:9:0 

l '  

宅
以 の 1. 3 1;uio 用

H 

" 
用

地 外 計 1 : 1: 0 6，696 1，1 06 19，416，405 1 8，522，589 9，214 

計 1 :2:0 6，764 1， 1 1 6 1 9，823，439 1 8，929，623 9，301 

本則どおりの融税がなされたもの 1 :3:。 375 1 40 5，544，781 5，544，781 544 ， ， 
， ， 

上の 負担調整率1.1が適用されたもの 1叫!日 24，269 5，893 109，229，890 1 0 2，7 5 9， 8 0 3 35，295 

地
記も " 1. 2 " 1:5~0 

計
，-， 

以の " 1.3 " 1!610 

外 計 1'7'0 ， I 
24，269 5，893 109，229，890 1 0 2，7 5 9，8 0 3 35，295 

言十 1 :8;0 24，644 6，033⑦ 1 1 4，7 74，6 7 1① 1 0 8，3 0 4，5 8 4⑦ 35，8390 
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第 58表 宅地等の負担調整K関する調(つづき)

区 分 行需号 地 積 決定価格 課税標準額 筆 数

(人) (千 m2
) (千円) (千円)

91 :9:。12 1 52 i 24 49 39 3，3 5 0，69 1 54 3，3 5 0，6 9 1 69 232 80 

2:0:。 3，011 2，4 21 52，4 9 5，6 4 9 49，466，932 5，898 

2:1 :。
2:2:0

1 

2:3:0 3，01 1 2，4 21 52，495，64490@1145 R466952 5，898 

2:410 3，163 2，470 @ 55，846，34 0 @ : 5 2，8 1 7. 623② 6，130⑤ 

2-2r1!654 ;1o 0 

トー一一一一一一ー一一一一トふ

59 47 1 94，893 1 94，893 99 

たもの 1，400 2，162 1 5，924，981 14，868，389 5，001 
一一一一一一一一ーー ι

記も /1 1. 2 " 22870 日
4 4 54，480 4史513 5 

宅 の 一一一一日一一一

以 0】 /1 1. 3 11 

トー“一一ー一.'_....一一一一一-

2l9;。 一一一 トーーー一一一ー一一一一一一一ー一一トーーー一一一

他 外 計 1，404 2，166 1 5，979，461 1 4，91 7，902 5，006 

ぷ0:0
ート一一一一一一一一一一一一一一 一一一一

用 計 1，463 2，21 3③ 1 6，1 7 4，3 5 4 ~ 1 5，1 1 2，79 50' 5，105 ~ 

5寸5(121斗B1-O 日

ト一一一一ー一ー----ー一一一一一ーー
本則どお bの株税がなされたもの 21 1 96 3，545，584 3，545，584 331 

上の 負担調整率1.1が適用されたもの 4，411 4，583 68，420，630 64，335，321 1 0，899 

地 記も " 1. 2 /1 3:310 4 4 54，4 80 4呪513 5 
計

以の 1/ 1. 3 // 4410 

外 計 3~510 4，41 5 .・ 4，587 68，4 7 5，1 1 0 64，384，834 1 0，904 

計 3:6:0 4，626 4，683 72，020，694 67，930，418 11，235 
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第 58表 宅地等の負担調整K関する調(つづき〉

区 分 行番号 所有者数 地 積 決定価格 課税標準額 筆 数

(人) (千mつ (千円) (千円)

91; 12 24 39 54 69 80 

る:7:0
586 236 9，090，365 9，090，365 875 

本則どなりの課税が念されたもの

i口~ 上 の 負担調整率1.1が適用されたもの 3:8:0 28，680 1 0，476 1 7ス650，520 167， 095，124 46，194 

記も H 1.2 11 3:9:0 4 4 54，4 80 49，51 3 5 

以の 11 1. 3 11 4:olO 

計 外 言十 411;。 28，684 1 0，480 1 7ス705，000 1 6 7， 1 4 4，6 3 7 46，199 

言十 4~210 29，270 1 0，71 6⑤ 186，795，365@ 1. 7 6，2 3 5，0 0 2 ~ 47， 074 ~ 
L 1-' 
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街化市

区域a地E 

上記

以外

の

農地

合

計

第 59表農地の負担調整K関する調

区 分 行 番 号

9 I : 

本則ど b りの課税がなされたもの 。;1 :0 
負担調整率1.05が適用されたもの 0'2:0 

1/ 1.1 11 0:3;0 
上記以外のもの

1.2 11 014;0 11 

言十 0:5:。
言十 0~6:0 

本則どなりの課税がなされたもの 017;0 
負担調整率1.05が適用されたもの 。18:0

上記以外のもの
11 1.1 11 019:0 
11 1.2 11 110 ，0 

計 1 : 1 :0 
計 11E12E tO 

本則どかりの課税が念されたもの

負担調整率1.05が適用されたもの 114 ~O 
11 1.1 11 11500 

上記以外のもの
1.2 11 116;0 /1 

計 1 ~7:0 
計 1 :8!日

第 60表昭和 55年度K新たK法定免税点以上

Kなる見込みの土地K関する調

区 分 行 番 号 地 積 (m')

'g 12 
.法定免税点以上になる見込みの土地 010 1 3，525 

所有者数

(人)

12 

1，075 

1，075 

1，075 

1，075 

1，075 

1，075 

昭和 55年度

分課税標準額

(千円) A 

24 
7， 331 

地 積 決定価格 課税標準額 筆 数

(千m') (千円) (千円)

24 39 54 69 80 

2，254 20，996，735 159.897 5_j_20 
2，254 20，996，7.35 1 5呪897 5.190 
2，2 54~ 20，996，7350> 159.8970 5.190 

2，254 20，996.735 159.897 5.190 
2.254 20，996.735 1fi9.R97 fi_1 9 n 
2，254⑮ 20，996，735a> 1 5免897⑮ 5，190 

左に係る昭和 1人当たり楳税標準額

5 4年度分課 納税義務者政人) A B 

税標準額(千円)B C C (円) C (円)

37 50 57 
6，744 20 366，550 337，200 
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第 61表 昭和 56年度Kおいても本則課税とならない土地K関する調

区 分 行番号 所有者数 地 積 決定価絡 課税標準額 筆 数

(人) (千m2) (千円) (千円)

9 1 i 112 24 39 54 69 60 

住
小規犠住宅用地 0: 1:0 

宅 一 般住 宅 用 地 oi2lo 用

宅
地 言十 0:3:0 

非 宅 地 。;4io
住 。15:0地 宅 そ の 他

用
地 計 0:6!0 

等 宅 地 017io 
ぷ日弘、

そ の 他 0:8:0 
言十

計 0:9:0 
市医 回 110;0 643 1.456 13，441，381 1 2 2，3 5 2 3，784 
街 量域量

畑 1 i 1 ;0 432 798 ス555，354 37， 545 1.406 
化地

S量 言十 1-1 
112iO 1，07 5 2，254 20，996，735 159，897 5，1 9 0 

記上農 回 1 ;3:0 
以 畑 1 :4:0 
外
の地 言十 115:。

地 回 1 :6:0 643 1，4 5 6 13，441，381 122，352 3，7 8 4 
A 口

畑 1:7 :0 432 798 ス555，354 37，545 1，4 0 6 
計

言十 1 ~8!0 1. 0 7 5 2，254 20，996，735 159，897 5，1 9 0 1""1 
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第69表 納税義務者数陀関する調
W 償却資産に関する調

じ尚三ご 行番号
総 数 法定免税点未満のもの 法定免税(イ)点ー以(ロ上)のもの

(イ) (ロ) 十す

{周 人 O: 1:。12 
255ω 

21 
1 0 1ω  

30 ω 

" 
154 

法 人 :/ 39 4tl 57 459 65 585 1 2 6 

ぷ目注 言十 0:3:。12 21 30 
6 1 3 38 I 

1-1 840 227 

第70表 償却資産の価格等陀関する調(市町村計)

樋 決定価絡 課税標準要自

ぷ入
口 1ft 1--，，)十(斗+例 11:3: 0 4 3，7 8 8，1 0 4 

rull向

一一.一一+一

県分 の 額 h:5:0 
n
U
 

A
斗

a

司・・

上'訳
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第 71表 償却資産の価格等陀関 す る 調 ( 個 人 分 )

極 ま自 決定 価 終

-64-

課税得、 準

479，493 

1 4， 1 7 1 

1 5 2，8 1 5 



第72表 償却資産の価格等 陀関 する 調( 法人 分)

樋 要自 i行番母| 決定 11副 総 | 課 税 傑 準

I l千いJ)

905.690 

7.681.343 

?
3
-
R
U
 

マ
J

一
4
1

7
3

一
A
斗

A
同

一

O
内

'o-nζ 

'
O

一
ZJV

-

-

-

R
U

一
nu

zd
一
噌
，

10.329.415 

45.965.788 

2S 

3.4 1 8.6 3 7 

ス76 8，2 9 0 -_.--.-

ー~.---

ス76 8，2 9 0 _-ー一一戸戸戸_----

43.308.611 
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第7 3表 市町村長が価格等を決定したもののうち法第349条の 3又は法附則

第15条の規定の適用を受けるものに関する調(市町村計)

課税標準 課税標準額
区 分 行番号 決定価格 の特例率

凶千円 (B) (C) 
(A) X (ーB) (千円)

(C) (0) 

第 1項(変，送電用資産) ?9 
12 40，474 27 3 29 1 3，491 

42 1 94，71 2 57 3 59 1 2呪808 71 

0:3:0 
12 125 27 

3 1
29 

(鉄軌道用資産)

/ 42 わ52 57 3 59 71 

第 2項 。:5:0 12 包5 27 29 

(新線立体交差化施設)
1 I 6 

/ 42 f51 57 3 59 71 

ゆ
12 51 27 29 

法 第 5項 (ガス事業用資産)
5 

42 
F
5
2 ド73 159 71 I 

第

一 第 4項 (無公害化生産設備) 0:9:0 
12 F53 ~7 5 1

29 

百
第 5項 (中j、企業等共同利用設備) / 42 55 1 f7 2 1

59 71 

四 第 6項 (音量芸技術研究組合法適) 1:1 :0 
12 匡52

F
7 
3 1

29 

十 / 42 f51 
目76 159 71 

(外航船舶)

1 :3:0 1
12 ド51 F712 129 

九 第 7項 :0 

条 l内航船舶)
/)42  p51 

ド72 159 71 

の 第 8項 (国際路線用航空機) 1 :5101
12 

F7 3 129 

一
一一 ~42 日73 159 71 

第?項 (厳島路線用航空機)

1 ;7;01
12 

F
5
2 7 3 129 

第 10項 (日本放送協会)
/)42  7，31 8 F7 2 1

59 3，659 71 

第 11項 (日本原子力研究所)
1 ;9:01

12 ド51 ~7 3 129 

/7142 F
5
2 匹73 159 71 

第 12項 (動団力炉・核燃料開発事業、J 2:1:01
12 陸51 F7 3 1

29 

/)42  ド52 p7 3 159 71 

第 13項 l新進車両) 2:3:01
12 包5

F7 2 1
29 

第 15項 (;本四連絡橋公団)
/)42  ド51 p7 2 159 71 

-66ー

課税標準 課 税 標 準 額

区 分 行番号 決定価格 の特例$ (A) X (~) (千円)
偽j 千円 (B) (C) (C) (0) 

2;5]0 
12 25 27 3 129 

第 16項 (自動車道構築物)

/ 42 55 2 57 3 159 71 

2:7:0 
12 25 1 27 3 129 

第 17項 ( 軌河道川用事業資産等rc:1*、る鉄

/ 42 55
2 57 3 159 71 

第 ，18.J:頁 (新東京国際空港公団) 2;9:0 
12 25 27 2 129 

第 19項 (外貿埠頭公団) / 42 55 57 2 f59 71 

3:1:0 
12 251 27 3 129 

法第 20項 (宇宙開発事業団)

/ 42 55
2 57 3 159 71 

第

3;3:0 
12 25 27 129 

第 2H貢 (海洋科学技術センター)
5 

一 / 42 55
2 57 3 159 71 

百

3;5:0 
12 25 27 3 129 

四 第22項 (熱供給事業用資産)

/ 42 55
2 57 3 159 71 

十

3:7!0 1
12 25 27 3 129 

九第23項 (石油開発公団)
/)42  55

2 57 3 159 71 
条

の 第 24項 (水資源開発公団) 3:910 1
12 25 1 27 2 129 

/)42  55
3 57 4 159 71 

一
旧第 1項 (発電用償却資産) 4:1:0 1

12 25 5 27 6 129 

旧第4項 (重繊
要産業用合理化機 /イ 42

55
2 57 3 159 71 

旧第5項 (民生関連機械設備) 413:0 1
12 25

3 27 5 129 

旧第8項 (園内路線周航空機) /1
42 55

2 57 3 159 71 

|日第10項(1) (発日電本原用子資産力研究所)
4;5;0 1

12 25
2 27 3 129 

/ 1
42 55

5 57 6 159 71 

旧第10項(紛 (圏内路線周航空機) 4:7:0 1
12 25

3 27 4 129 

l開 O項。)I (圏内路線用航空機)
/)42  55

3 57 5 159 71 



第 73表 市町村長が価格等を決定したもののうち法第 34燥の3又は法附則

第15条の規定の適用を受けるものに関する調(市町村計)

課税際準 課税標犠客員

区 分 行番号 決 定 価 絡 の 特 例 率 (A) X ~~~ (千円)
(A)千円 (B) (C) (C) (0) 

(1珂内路線井j航明機) 4:9!0 
12 25 27 29 

4 I 5 

旧第 1OJJi(3) / 42 55 57 59 71 

( i維島路線周航ヤ機) 一一一，一一
5 

法 5~1 ;0 
12 25 27 29 

第
2 5 

一 / 42 55 57 59 71 

百 !日第 12Jf[ (動業j開J炉発電・綴用燃資料産側発'lJ
213  

5:る:0
12 25 27 29 

四， 516  
十
九 |日第 13 Jji (立体交差化施設) / 42 55 57 59 71 

条 旧第 19 JJi (鉄軌道法κなける地 F)
5:5:0 

12 25 27 
2 1

29 

の 滋又は跨線道路僑

//  42 55 
1 1

57 
2 1

59 

l日第 261頁 (水資源開発公凶)
71 

57:0 
12 25 27 

4 1
29 

3 

第 1J.A (同本自動車タナル鞠) / 42 55 57 
2 1

59 71 

， I 12 25 27 
3 1

29 

第 2項 (農山漁村電気施設)
0;<;;0 

~142 55 57月 59 71 
2 

法
第 3Jjj (外国貿易則コ y テナー j 6:1:0 1

12 25 27 3 129 2 

附
第 4m (原油備書設備) / 1

42 55 
2 57 3 159 71 

民Ij 第 5瓜 ( 1昔.1:;用，filWの機械等) 6:3:0 1
12 25 27 2 129 

第 第 6Jjj ( 7  I リー I何ifil /142 55 
2 57 3 159 71 

区 分

第 13項 (消火用以外給水施設等)

法
第 14項(園内路線周航空機)

附 第 15項(路外駐車場)

日IJ
第 16 Jji (省エネルギーぷ備)

第 17瓜 (鉄軌道丹1構築物)

第 第 18J(i (救急阪療機探)

IH第 2J1((1) (自動列車停止.袋慣)

十
山主竺や ( n動列車旬iI良債)

旧第 2項(.'3) (水素化脱慌装置)

fl 

川第 5Jfi (地中包線路)

旧第 n貞(11 (特定航空機)
条

旧第 7項(::!) (電子計算機)

111第 9J良(コ y テナー .tt;1.yJi) 

Z昭和 54年 改 正 法 例1府条第 5項

十 第 7Jfi (繊維，試験例'先刷機械} 6:5;0 1
12 25 27 2 129 

/142 55 57 
6 1

59 71 
|竺L_(オイルフェンス)

五
第 8Jji (工業liJ水道管転、倹施l没) 1 令 d十

条
第 9Ji( ( 騒 n. ~JjILQíý誌等) 6切:01

12 
27 3 12宇

第 10汀i ({，、身障';r;..r，版}fJ伯01 /)42  55 57 3 159 71 
2 

第 111ft ( J械~，UII練施，0: 1 69:0 1
12 25 27 2 129 

第 12心l iZZ供給抗約機械) レ/ 142 55 5 
7 2 159 71 

課税標準 課税標準額

行番号 決定価絡 の特例率
(A) X ~~~ (千円)

(A)千円 (B) (C) (C) (0) 

7:1 :0 
12 25 27 29 

5 

/ 42 55 2 57 3 159 71 

号多
12 25 27 

6 1
29 

5 

42 55 57 3 159 71 
2 

与多
12 25 5 ! 27 6 129 

42 55 2 157 
3 1

59 71 

7:7;0 
12 25 27 

2 1
29 

/ 1
42 55 4 57 5 159 71 

与 12
25 

7 1
27

12 1
29 

42 55 57 
3 1

59 71 
2 

8:1:0 1
12 25 1 27 129 

5 

/142 F5 
1 57 2 159 71 

8:3:0 1
12 

F5 1 
27 129 

5 

/ 1
42 55 57 59 71 

5 6 

18:5:0 1
12 27 2 129 

/ 1
42 55 57 

6 1
59 71 

8:7:0 1
12 759 位5 1 27 3 129 253 

/ 42 243，263 155 
57 159 

147， 211
71 
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第74表 市町村長が価格等を決定したもののうち法第349条の 3又は法附則

第四条の規定の適用を受けるものに関する調(個人分)

IX 分 日『
d

z骨
4
T
h
，
 

'
r
1
 

課税僚準| 以税関!犠制

決定価終 |ω特例率，....(BI (千ドJ)
卜一千4汁ι」ム寸 (Alx :-:: 

(A)千円| ゆ C川 (C) (DI 

|第 1項 (弘送電外出来) I 0: 1 : 0 1

12 

1
25 

1ド731
29 

i/1
42

552 1%5? 

| l  -…阜、 |013io1
1
2 1

251127F 

I.~ - -1
一川…'

l//1u  |552ド7
31

59 

門2叶 |
0:5:01

12 
1
25

1 Iヘl29

I (新川公約七附)υ7142 155~ 円73 1

59 

L，ト…ー ι|0:7!oI12 1
25

1ド73 1

29 

法 L;r~，) JJt ¥ 11'><:M川町原[//142 1552 1573 159 

?座五日ム初ヒ慨釧) I 0 !9fDl12 1
25

3 1
27

5 1
29 

j 5 Jti いド小企業相I，;J平iIJt附)レ/142 1
55

1 1572 1
59 

U6 Jf[ (端技術研山地 )GJ1lil12 1252 1ζ!?  

~- I I レ~42
九|第 7Ju I (外航船時(l) |13b|12 

条| い内航船舶) レ/142

の|第 8Jt[ (国際路線対j航怖) 11 :5!0 1
12 

|~142 
れ瓜( 酬 路 線 周 航 怖 1 I 1 ;7b /12 -

レ/142

逝
第 10Jfl (81):放送協会)

55 57 6 59 71 

25 27
12 

29 

551 57
2 

59 71 

25 27
3 

29 

55
1 

57
3 

59 71 

25
2 

27
3 

29 

55 57
2 

59 71 

251 27
3 

29 

55
2 

57
3 

59 71 

25 1 27
3 

29 

55
2 

57
3 

59 71 

25 27
2 

29 

55 1 1
57
2 159 71 

第 11 Jfi (日本J京壬力側究所)

引 2瓜 (F

者n3m (新進取1山;J)

三出第 15.rfj (本間連絡橋公凶)
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71 

課税標準 課税標準額
区 分 行番号 決定価 格 の特例率 lA)×((一C B)(千円)

(A)千円 (B) (C) ) (D) 

与
12 25 27

3 
129 

第 16項 (自動車道構築物)
1 

42 55 2 57
3 

159 71 

27;0 
12 25 27 3 129 

第 17瓜 (河必川別資事業産等に係る欽軌)

/ 42 55 2 57 3 159 71 

第 18m {新東京国際'乍.港公団)

与
12 25 27 2 129 

42 55 1 57 2 159 71 者~ 1 9 JJ'i (外ftjl~ !ifj公問)

3: 1:0 
12 25 1 273 1

29 

法第 20.!i良 (字筒開発事業団)

/ 42 55 2 573 1
59 71 

第

3;3!0 
12 25 27

3 
129 

ニ

EI
|L?
，
21-

刷(俗il-fVf:技術センター)

/ 42 55 
2 

57
3 1

59 71 

3:S:0 
12 25 

1 
27 

3 1
29 

VLI 
1 ，:i-i2 2m (熱供給事業用資産)

/ 42 55 
2 

57 
3 1

59 71 
寸

3;7;0 
12 25 

1 
27 

3 1
29 

九
i，i123m (イit由開発公団)

/ 42 55 
2 

57 
3 1

59 71 条

の
3;9;0 

12 25 
1 

27 
2 1

29 

第 24Jfi (水資源開発公団)

/ 42 55 
3 

57 
4 

59 71 

IH第 1JJi (発電用償却資産) 4: 1!0 
12 25 

5 
27 

6 
29 

/ 42 55 
2 

57
3 

59 71 In~4;:貞 (重要産業用合理化機械)

|日第 5Jfj (民生関連機械設備) 4;3:0 
12 25 

3 
27

5 
29 

/ 42 55 
2 

57
3 

59 71 !日第 8Jfi (国内路線用航~機)

4:5:0 
12 25 

2 
27

3 
29 

IfJ第10瓜(1) (発日電本原用子資産力研究所)

/ 42 55 
5 

57 
6 

59 71 

!日第10瓜(2) (園内路線周航宅機) 4:7:0 
12 25 

3 
27 

4 
29 

旧第10瓜ωI(圏内路線用航空機) / 42 55 
3 

57
5 

59 71 

71 

71 

71 



第 74表 市町村長が価格等を決定したもののうち法第 349条の3文は法附則

第15条の規定の適用を受けるものに関する調(個人分)

;l!I1税傑準 注目i税燃準額

IX 分 行悉号 決定価絡 の特例率

(A)千川 (B) (C) 
lAj xl(-CB)) (千円)

(D) 

(圏内路線刷航令機) 4:9;0 
12 25 27 

4 1 5 
29 

法旧第 10 Jfi(3) ~ 
42 55 

1 1
57 3 i 59 71 

第 (機動路線周航や機)

5: 1:0 
12 25 

2 1
27 

3 
29 

一
百 /ケイ

42 55 
2 1

57 
3 

59 71 

四
旧第 12 Jft (業動団})か発電・筏用燃資料産開発事)

5:3:0 
12 25 

5 1
27 

6 
29 

十
|目第 13JJ'i (立体交長化施1没) / 

42 55 57 59 71 

ゴL
旧第 191.瓜氏 ( 鉄道軌又道は紛法線Vκて道ヰ事与路橋 5:5:0 

12 25 
1 1

27 
2 

29 

条

/イrD 
42 55 

1 1
57 

2 
59 71 

旧第 26J!{ (ぷ資源開発公団)

一 5:7:0 
12 25 

3 1
27 

4 
29 

第 1 JI舟 (日本自動小.ターミナル抑) ~42 55 
1 1

57 
2 

59 71 

5:9:01
12 25 

1 1
27 

3 
29 

第 2 項 (J農山漁村電気施設)

~ 
42 55 57 159 71 

2 5 

法
第 3J良 ( ~外国貿易尉コンテナー) 6!1!0 1

12 25 
2 27 3 129 

第 4 J貞 (原油備蓄設備) /イ42 55 57 3 159 71 

附
2 

第 5 ~i (営業用倉庫の機械等) 6i3!0 1
12 25 27 2 129 

目U
第 6 .rs (フェリ』埠頭) ~42 55

2 57 3 159 71 

第
第 7 羽 (繊維試験研究用機械) 6:sTol12 

25 27 2 129 1 

十
第 8J;同 (工業用水道等転換施設) ~42 55 57 6 159 71 

五
第 9 Jfl (騒背防止施設等) 6:7!日 12

25 27 3 129 

条 第 1OJf.i (心身障害者庖用施設 )
~42 55

2 57 3 159 71 

第 11Jfi (職業訓練施設) 6:9:01
12 25 27 2 129 

第 12.lj良 (野設備業供給安定基金機械) /1
42 55 57 2 159 71 

諜税標準 課税標準額
I?( 分 行番号 決定価格 の特例率

(Alx((-CB))(千(D円)) 
(A)千円 (B) (C) 

穿~ 1 3 Jfi (消火用原外給水施設等} 7i1io12 
包5

1 
27 

3 1
29 

/ 42 -
F5 

2 
57 

3 1
59 71 

第 14Jf[ ([認内路線周航守.機)

7!3!0 1
12 25 

5 
27 

6 
29 

~42 55
2 

57 
3 

59 71 

法 m 1 5J)'[ (節外駐車場)

ii5!0 1

12 25 5 27 6 29 

iSfj" /ぺ42
55

2 
57 3 59 71 

q'¥; 1 6JJi (省エネルギー設備)

1I1J 
7:7:0 1

12 251 27 
2 

29 
m1 7m (鉄軌道府構築物)

m / 
42 55

4 m 1 8Jfi (赦急医療機滋)
57 

5 
59 71 

7:9!0 
12 25 27 29 

Illm2J)'i(1) (自動列車停11-_装債) 7 I 12 

Ii.IIH第 2Jf((2) (自動タIJ_i中.停iI-.装置)
~42 55 

2 
57 

3 
59 71 

条 l日第 2.1;質問 (水素化脱硫装置) 81 111-0 
唱・ワ
ー 25 27 29 

5 

~42 55 57 
2 

59 71・
1I11l再 5Jfi (地中電線路)

IB第7J.頁(1) (特定航空機) 8:3:oT
2 25 27 

1 1 3 
29 

~42 55 57 59 71 
i日第 7現2) (電子計算機) 5 6 

8:5:oT
2 25 27 

2 
29 

IH第 9Jfi (コンテナー土車頭)

~42 55 57 59 71 

その

他

昭和 54年改正法附則第 7条第 5項 6 

(オイルフェンス)
8:7:oT

2 125 
1 1

27 
3 

29 

ノι
、
z 言十 」三

42 55 57 59 71 

-69-



嘉 75表 市町村長が価格等を決定したもののうち法第349:条の 3又は法附則

第15条の規定の適用を受けるものに関する調(法人分)

課税標準 課税標準額

区 分 行番号 決 定 価 格 の特例率
(A)×((ーCB)) (千円)

(A)千円 (6) (C) (0) 

与
12 40，474 25 27 3 29 1 3，491 

第 1項 (変，送電用資産)

42 1 94，71 2 55
2 57 3 59 1 2呪808

0:3;0 
12 25 27 3 29 

(鉄軌道用資産) ンヌ 42 552 57 3 59 71 

第 2項

0:5:。12 25 

2577ig6 i弓; 

29 

ー5守9守(新線立体交差化施設)

二ア 42 55
1 

71 

~ 

12 25
1 27 '3 29 

第 5項 (ガス事業用資産)
42 55

2 
57 3 5<( 71 

法

第 4.J;長 ( ~無公害化生産設備) 0:9:0 
12 25

3 27 5 29 第

第 5項(中小企業等共同利用設備)ヲヌ 42 55 57 2 5'1 71 I 

一
第 6項(苦言書技術研究組合法適) 1: 1 ~O 

12 252 27 3 29 百

/ 42 55
1 57 6 59 71 

四
(外航船舶)

1 :3~0 
12 25 27 12 29 

十
第 7項

二ア 42 55 57 2 59 71 
九 (内航船舶)

第 8項 (国際路線用航空機) 1:5:0 
12 25

1 27 3 29 
条

/ 42 55 
1 1

57 
3 

59 71 
の

第 91.民 (離島路線用航空機)

1 :7:0 
12 25

2 27 3 29 

1 /  
42 

7，31 8 
55 57 S2‘ 

ヰ~3~可mよι 9 

3，659 71 第 1O.J;員 (日本放送協会)

1 :9!0 
12 ?51 

事ZF 1者3~巴宅v 第 11項 (日本原子力研究所)

/ 42 .552" 明 71 

2:1 :0 
12 25 1 

1耳27f訂一事←正を三与

事込事罰~;ド炉ぞf 

第 12項(富力炉 核燃料開発事業)

~ 
42 55 71 

、2;，

2:3:。12 '25 

261 会:正合f1? 
第 13項(新進車両)

第 15項 (本四連絡橋公団) I~ 55 71 

-70-

区 分 行番号

課税標準

決定価格 |の特例率

(必千円 I(6) I (c) 

課税標燈額

(B) (千円)
(A)xー

(C) (D) 

12:5:0 1
12 

第 16項 (自動車道構築物) 目 白 I 

レ/]42 

第 17項(河川事業等K係る鉄軌 )J2:7:01

12 

道用資産 レつ 42

第18項 (新東京国際空港公団) 12i9;0 1
12 

第 T河川貿埠頭公団 ) 1/ 142 

第20項(宇宙開発事業団) 与L

25 1 1
27 

3 1
29 

5
5 2 1

57 
3 1

59 

2
5 1 1

27 
3 1

29 

5521573159 

25 1 1
27 

2 1
29 

5
5 1 1九 1

59

2
5 1 1

27 
3 1

29 

5
5 2 1

57 
3 1

59 

F5 1 1勺 1
29

5
5 2 1

57 
3 1

59 

?5 1 1
27 

3 1
29 

|55 2 1
57 

3 1
59 

P1 1
27 

3 1
29 

?2 1
57

3 1
59 

f5 1 1
27 

2 1
29 

f5 3 1
57 

4 1
59 

f5 5 1へ1

29

F2 1
57

3 1
59 

5
3 1

27 
5 1

29 

F5 2 1
57 

3 1
59 

5
2 1

27 
3 1

29 

f5 5 1九 1
59

?5 3 1
27 

4 1
29 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

法

第 I~~ _. _. . . ... _. ._.. .._ . I3:3:0 1
12 

第21項 i-)し~

百

四

十

九

条

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

 

1

-

4

-

1

-

4

-

1

-

4

 

n
u
-
/
-
n
u
-
/
-
n
u
-
/
 

5
一

/

一

7
-
/
-
Oニ
/

ヲ。-
4
z
d
E
/
-
?
o
-
/

第22項(熱供給事業用資産)

第23J頁(石油開発公団)

第24項(水資源開発公団)
の

一・旧第 1項(発電用償却資産) 14!1:日1
12

!日第4項(重要産業用合理化機械)レ
/)42

旧第5項(民生関連機械設備) 14!3!0 1
12 

旧第8項(園内路線用駐機) し/ぺ
日本原子力研究所

旧第10項(1) (発電用資産

今，

&

-

q

4

4

・
-a匂

n
u
-
/
 

-R
1
v
-
/
 

!
 

』

斗

-

/

旧制鵬) (国内路線用航空機) 14:7:0 1
12 

旧制項(3)I (国内路線用航空機) レパ42
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第 75表 市町村長が価格等を決定したもののうち法第 349条の3又は法附則

第15条の規定の適用を費ナるものに関する調(法人分)

説l税際司1¥ 課税標準額
区 分 行番号 決定価格 の 特 例 事

(Ajx((-CB1)(千(0円)) 
(A)子円 (B) (C) 

(園内路線用航空~機) 4i9;012 
25 

4 1
27 

5 1~9 

前:: 55 
1 1

57
3 

59 71 
旧第 10項(3)

(厳島路線用航空機)
25 2 27

3 
129 

~42 55 57 _ 159 71 

旧第 12Jfi (!動柴田力炉発篭・核用燃資料産開発事

2 1 3 

5:3lo 1
12 255 27 

6 1
29 

~42 55 
旧第 13m (立体当e差化施設)

57 i 59 71 

!日第 19 J貞 ( 鉄道又軌道は跨法線に道晶、路け橋る地下
5:5;01

12 25 27 
2 1

29 

どど
42 55 57 159 71 

2 
旧第26項 (水資源開発公団)

5;7!0 1

12 25 27 129 
3 1 4 

~42 55 57 59 71 
第 1 ;:民 (日本自動尊重ターミナノレ時期) 1 1 2 

5:9101
12 25 27 29 

5 
第 2 .t:長 (l農山漁村電気施設)

~42 55 
2 

'J/

3 
'J'>' 71 

第 3;:貞 (外国貿易用 ヨンテナー} 6h:0 r2 25 
2 

27 129 
5 

第 4 ~員 (原油備蓄設備) ノ /14迂 I
'J:J 

2 
';)/3 :J'>' /l 

第 5 ;:員(営業用倉庫の機織等) 6:3:01
12 25 27 

1 1 2 
29 

~42 55 57 59 71 
第 6 項 (7エリー土車頭) 2 5 

6:5:01
12 25 

1 1
27

2 
29 

第 7項 (繊維試験研究用機械)

第 8項 (工業用水道等転換施設) ;7142 55 57 
6 1

59 71 

67:。12 25 27 29 
第 9 Jti (!掻百防止施設等) 5 

~42 55 57 59 71 
第 10 JJ良 (心身障害者雇用施設) 2 5 

6;9;0 
12 25 27 29 

第 111;長(職業訓練施設) 2 

第 12Jji (野設備
.~供給安定基金機械 / 

42 55 57 59 71 
2 

課税椋当直 課税標準額
区 分 行番号 決定価格 の特例率

(A)X~ーCB))(千
(0

円

l

) 
(A)千円 (B) (C) 

;;fl; 1 3m  (消火用屋外給水施設等) 7:1 tJ 
12 25 27 

5 
29 

/ 
42 55 57 59 71 

2 5 
第 14 ~日 (園内路線周航宅機)

7~30 
12 25 27 

6 1
29 

5 

~ 42 55 
2 

57 
3 1

59 71 

法
第 15JJi (路外駐車場)

7;5V 12 255 2762? 

附 第 16 Jti (省エネルギー設備) 二7 42 55
2 

57 
3 1

59 71 

7;70 
12 25 27 

2 1
29 

ロリ 第 17 JJi (鉄軌道用情築物)

/ 42 55
4 1

57 
5 1

59 71 
第 第 18.1:氏 (数急、~療機器)

空与
12 25 27 129 

寸- 1F1第 2JJi(l) (自動列車停止装償) 7 I 12 

42 552 57 
3 

:59 71 
旧第 2Jぬ(2) (自動列車停止装置)

五
12 25 

1 1
27 

3 
29 

旧第 2項(3) (水素化脱硫装置) 8;1 b 
条

/ 
42 551 57 

-2 1
59 71 

旧第 5J}j (地中電線路)

旧第 7項(1) (特定航空機) 8;30 
12 25 27 29 

5 

旧第 7項(2) (電子計算機) 二7 42 55
5 

57 
6 1

59 71 

|日第 9Jf，i. (コンテナー時煩) 8:50 
12 25

1 
27 

2 
29 

~ 
42 55 57 

6 
59 71 

Z
他

昭和 54年改正法附則第 7条第 5項

(オイルフェンス)
8:7;0 

12 
759 25 27 

3 
29 

255 

合 富十 レ/ビ竺?竺三1
55 

_1
57 _ 

1
59 

147，211 
71 

-71-



昭和54年度償却資産の段階別納税義務者数等に関する調

胃

I
ll
i-
-l
i
ef
'l

e

(市町村計)

区 づ子 行番号 納税義務者数 (人) 課税標準額 (千円)

90 1: 0 100];"円未満のもの 12 227 21 118，366 

100万円以上 110万円未満のもの 1/ 
34 

1 7 43 17， 883 

110万円以上 120万円未満のもの 56 
1 8 65 

20，670 77 

120 Jj円以上 130万円未満のもの 0:4:。12 
22 21 27， 217 

130万円以上 140万円未満のもの レア 34 
1 9 43 2 5，6 6 8 

140万円以上 150万円未満のもの 56 1 5 65 21，862 77 

150万円以上 160力円未満のもの 0: 7:0 12 
1 0 21 1 5，5 64 

160万円以上 170万円未満のもの

lノ
34 1 0 43 16，504 

170万円以上 180万円未満のもの 56 
1 4 65 2 4，2 3 2 刀

180万円以上 190万円未満のもの 1: 0:。12 
1 0 21 1 8，5 2 3 

190万円以上 200万円未満のもの γ 34 1 3 43 2 5，4 0 3 

200万円以上 300万円未満のもの 56 93 65 229， 950 77 

300万円以上 3，000万円未満のもの 1: 3;0 12 299 21 2，4 4 4，8 1 7 

3，ω万円以上 1億円未満のもの

1/ 
34 

44 43 2，2 2 3，6 3 1 

1億円以上のもの 56 
2 9 

65 
3 8，6 7 6，1 80 77 

計 1:6:0 12 
840 21 43，906，470 

法第 389 I大臣配分分1/ 
34 4 43 ス76 8，2 90 計

の
条関係|知輔己分分 56 65 77 

釈内
法第 743条働係 1 :)1:0 12 21 33 

(概要調書補足調査)

第 76表
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昭和 54年度市町枝察付金の交付額等に関する調

国 有 貴 童

b正 介 行帯号 台 帳 価 格 (通知価格〉
受算定楓準頓

仇付J X11J∞ 金 (伺〉倒. 
9 士 地('f円) 轟' 附(T-Pl) 償柑.賢建 〈千円) 計 (千円〉 {千円) ω 

佐保 2/'0~遍芹抽:あるも申 0: 1: 0世
22 31 40 50 60 11 

貸 る

付 宅 も
..5/í 0~過JI同噛るも申 0:2:0 8 2.0 6 3 

一一一一一 -ーーー一ーーーーーーー 8 2.0 6 3 2 0.5 1 5 287.210 
tc ~ I "/'0 <0適用があるもり 0:3:0 51.764 1 0 1.2 7 9 1. 1 5 4 154.197 61.675 86 3.444 • 

え 住宅以外白も。 0:4:0 69 69 6 9 966 
意

世十 0:5:0 133.896 101， 279 1. 1 5 4 236.329 8 2.2 5 9 1.151.620 

E@ 周候E 雀区ずる阻 佐保 ν'，ctr.副抑制伺

0:6:0 
宅るも 2.ho~適用が~るも申 0: 7:0 

一一一一一一一 一一ー一ーーー一一一一一
tc ~ I Y1o<O遁IIJがあるも白 0:8:0 

住宅以外由もむ 0:9:0 

ot 1: 0: 0 

国有林野に係る土地 1! 1: 0 

一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一

発竃所 発型~~ %~適用治・あるも申 1: 2: 0 

=一一一こ一一一二一二一一三一一一日
一一一一一一一 一一一一一一一 一一一一一一一一 一一一一一一一

電企全業。るも 泊四通則があるも申 1: 3: 0 

一一一一一一一一一一一-一一 ーーーーーーーーーーーー一ーーー一一一一一ー-ーF一- r一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一

一一一一一一一一一一一一一一a婿這叉a @餅 5ベío q)~血肌多，~ゐも@ 1: 4: 0 
一一一一一一一

通・ge‘車 %叩帥る‘@

1:5:0 
一一一一一一一

@ 虚竃'E- 区像す ら~2 (7).iI畑が・る‘。 1: 6: 0 
一一一一一一一

る 針。自適闘が怠るも由 1: 7: 0 

再12 %由通附があるも。 1: 8: 0 
一一一一一一一K 

一一一一一一一
す供 貴鑑 %~趨刷があるもむ 1: 9: 0 
る 特念例卓い也適も削由が 2:0:0 

倒定費売 変白電則所忙供X はす活る間電定施資産設 2: 1:。
dl 2:2:0 

2:3:。
一一一一一一一一一一一一一一 三三二三二-二-

-句-一一ーーーー-
三三三

ー一一一一一一 一一一一一一ー
水道 2与恒心必符;H，るも白 2:4:0 ーーーーーー一一ーーーーー 一一一一一一一 一一一一一一一
'f‘ Z，ムKsaすE'，るE E M00着問が"，..t<O 2:5:0 

一一一一一一一一一一一一一 ー一ー一一一ー一ー一一ーー一一ー-ー一ー
一一一一一一

一一一一一一一一一一一一一一2 特在 例 4い，(1)通も HI 申が 2:6:0 
一一一一一一一 一一一一一一K 

一一一一一一一f EE'型島定龍E観8貯Eる，係A』E・bE 2H0・隣同るも@

2:7:0 

定E 品fi 川由通川刈るも白
2:8:0 

一一一一一一ー
特ヰ例い都岳遭も闘のが 2:9:0 一一一一一.-

時十 3:0:0 
合 Jt 3: 1 :0 133.896 101.279 1. 1 5 4 236.329 8 2.2 5 9 1.151.620 

-73ー



昭和 54年度市町村受付金の焚付額等花関する調(つづき)

N¥ 

d 

旬、

~ _J 

-74-



唱 恒ミ，


